
税理士・会計事務所のための

「コンサル質問会」
税理士・会計事務所が
もっとも悩み、もっとも頭が痛い
顧問先へのコンサル・提案について
突っ込んだ内容の相談・質問が可能に！

事業継承・組織再編・相続対策など、いわゆるコンサルティング領域において
絶対的な知識・知恵と経験を持ち租税法研究者でもある
伊藤俊一税理士があなたの疑問・悩みを早く解決します！

本メーリングリストは、税理士・会計事務所が抱える、顧問先の問題を相談・質問し、解決できるサービスです。

顧問先に対して将来的な
税務負担を最小化するリスクを低減する
提案を行う（行わなければならない）
場合に、相談・質問できるものです。

節税対策・スキーム
相続対策
事業継承キーム
税務上適正株価算定
組織再編
保険活用の節税手法

不動産関連の問題解決（借地権など）
M&A
株主対策（株価対策やスクイーズアウトを含む）
新株発行・併合・消却など株式関連
民事信託
事業継承節税
その他、税務と接点になる法律関連

1 過去の会計・税務処理     2 未来を考えたコンサルティング
の大きく2つに分けることができますが、後者の2に関して、突っ込んだ相談・質問ができるものです。

簡単に「節税」と言いますが、節税と言っている時点で、将来の税務負担を最小限にするという意味において、
それはすでに「コンサルティング」の領域なのです。

「コンサルティング」「提案」と言いますがそこには、国税による否認リスクも存在しますし、そもそも（税務以外の）法律に
抵触している可能性もあります。

また、選択肢が複数ある場合に、現時点でのメリット・デメリットを顧問先にきちんと提示できることが必要となります。

時間のかかるスキームもあれば、いつ死亡するか働けなくなるかもわからない中で、顧問先に提案をする必要があり、また
ある程度のキャッシュがなければ実行できないスキームもあるわけです。
これを問題解決しようと思えば、こっちで不利益になる、もしくは他者が不利益を被る、というトレードオフの関係になりがちです。

目の前の節税に走れば
キャッシュフローが悪くなる

税務的な相続対策をすれば
相続人間で揉め事が増える

不動産の共有や
借地権について整理をすると
多額のキャッシュが必要になる

少数株主対策を整理しようと思えば
キャッシュが必要か
株価を下げるためのスキームを実施する必要、
みなし贈与・配当などのリスクもある

スキームを組めば
行為計算否認などで否認される
リスクがある

社保低減のために役員報酬を
下げて事前確定を提出するが、
万が一の際に退職金支給金額が
低くなる

「何かを得ようとすれば何かを失う（かもしれない）」というのが税理士・会計事務所が最も悩むポイントで、
これを総合的に相談できるサービスが本メーリングリストなのです。
※なお、「（終わった取引に関する）税務処理」や「（弁護士の独占業務となる）法律相談」はできませんので、ご留意ください。

税理士・会計事務所がもっとも悩み、もっとも頭が痛い、
顧問先へのコンサル・提案について、突っ込んだ内容の相談・質問が可能です。是非、ご入会ください！



過去の質問・回答の中から重要・頻出・
突っ込んだ内容の質問・回答やりとりを１０個
以上ピックアップし、伊藤俊一税理士が
【超】分かりやすく解説した特別ＰＤＦ！

「回答者が解説！これまでの質問&
回答事例集」

メーリングリストとは？
メーリングリストとは、メールを使用して大勢の方とコミュニケーションをとることが出来る簡単なシステムです。
あなたを含む誰かが本サービス専用のメールアドレスに質問メールを送ると、本メーリングリストにご登録されているすべての
方に共有され、回答者がその質問に対する回答をメーリングリストにお返しします。
単に質問・相談が出来るだけでなく、ご入会以降のやりとりを全て閲覧・蓄積する事が可能になります。
質問をしていただくだけでなく、他の税理士が「こういうところで悩んでいるのか！」と知ることができます！

実際の質問事例

経過措置型医療法人
（持分あり）の評価に
関する考え方

経過措置型医療法人（持分あり）は配当還元が適用できませんので、出資者はすべて原則
評価のみ適用する形になるかと思います。

であるとすれば、株式会社の株式評価（1表）で判定している同族株主の判定は実質的に
は必要ないという理解で良いでしょうか。

２０２０年の弊社セミナーで圧倒的満足度！

勤務時代、都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業再生、
事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野を経験。
特に、事業承継・少数株主からの株式集約（中小企業政策）・相続対策・
地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件の
スキーム立案実行を経験しており、豊富な経験と実績を有する。
現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定　試験委員　
一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程在学中。

利用料金

入会金 20,000円（税別） 月会費 20,000円（税別）
※メーリングリストの登録日から30日以内に退会された場合は、入会金及び月会費の全額を返金いたします。
※お申し込み後、口座振替に手お申し込みいただきました方につきまして、口座振替用紙が弊社未到着の期間は、ご質問をいただくことはできませんので、
お早めにお手続きをおすすめ致します。

事務所名申込者名

電話番号

メールアドレス お支払い方法 口座振替
ＦＡＸ番号

ご住所 〒

フリガナ

メールにて決済の詳細をお送りしております。必ずご記入ください。

＠
※お申込みいただきました方の個人情報につきましては株式会社KACHIELの商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。

０３－５４２２－６９９２FAX

コンサル質問会
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【第１期】 法人税実務「法人税タックスプランニング」完全マスター研究会 

第 1 回 「設立」の税務  

 

１）法人成り 

Q1-75 法人成りと現物出資に係るみなし譲渡（当局見解） 

Q1-76 法人成りする場合の個人資産の会社への引継額 

（当局見解） 

Q1-77 法人成りに当たっての注意事項（当局見解） 

Q1-78 法人成りに当たり個人不動産を会社に賃貸する場 

合（当局見解） 

Q1-79 所得税基本通達 59-6 改正 

Q2-18  個人事業者の廃業に伴う事業用資産の取扱い 

（会計検査院指摘事項）  

Q2-20 個人事業者の廃業とみなし譲渡の関係 

 

２）会社分割 

Q1―7 分割型分割とみなし配当 

Q2―10 分社型分割でみなし配当が生じない理由  

補問 1―1 不動産 M&A とみなし配当 

補問 1―2 不動産 M&A の税目別採用パターン 

 

３）現物出資 

上掲参照 

 

４）設立１期目の注意点（繰延資産や消費税など） 

上掲参照 

 

５）組織再編成まわり 

◎合同会社を完全親会社とする株式交換 

◎株式交換後の親法人の資本金等の減少についてです。 

 

租税法では、税制適格株式交換で完全子法人となる 

法人株主が 50 人以上の場合、完全親法人の資本金等の 

増加額（＝完全子法人株式取得価額）は、完全子法人の 

税務上の簿価純資産額となります（法法 2 十六、法令 8 十、 

119 十ﾛ）。 
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完全子法人の税務上の簿価純資産額が非常に大きい場合、 

株式交換後の完全親法人の資本金等の額も大幅増加します。 

 

完全支配関係親子法人間では、子法人が親法人から無償で 

自己株式を取得した場合、税務上、グループ法人税制の 

適用で、親法人では譲渡損失を計上しないで、譲渡した 

子法人株式の税務上の簿価に相当する額の資本金等が 

減少するものとして取り扱います（法 2 十六、61 の 2⑰、 

法令 8①二十二）。 

 

親法人が保有する子法人株式を子法人が無償で取得すること 

（無償金庫株）で、親法人の資本金等の額が減少します。 

 

なお、会計上は、親法人について無償で譲渡した、子法人株式の 

簿価相当額だけ譲渡損失を計上します。 

 

会社法では無償金庫株は役会の決議で可能で（会 155 十三、会規 

27 一）、取得する自己株式の価額は分配可能額の制限対象に 

なりません（会 461）。」 



はじめに

みなし譲渡は所得税法、消費税法でそれぞれ規定されています。両者とも課
税実務では頻繁に生じる事項ではなくイメージしづらい、との声が多く聞かれ
ます。このため、本書では章ごと、Q&A ごとに単独で、ピンポイントで参照
できるよう構成を工夫しています。この性格から、通しで読むと、説明が重複
します。イメージをつかんでもらうため、意図的にそうしております。

本書の特色はみなし譲渡、所得税法、消費税法、各法に係る課税実務で中
小・零細企業で登場するケースを網羅したことです。中小・零細企業では事実
上利用しない制度（はじめにの最後を参照してください）は意図的に詳細を割愛
しています。また、筆者の従来の書籍と同様、中小・零細企業実務を前提とし
た「留意点・盲点の総おさらいや、レアケースについての記述」に重点を置い
ています。

中小・零細企業実務においては、本書の内容では完結しない場合が非常に多
く存在します。代表的な関連論点として「みなし贈与」「みなし配当」「税務上
の適正評価額」が挙げられます。どれも誌面の都合で掲載できておりませんの
で下記拙著を別にご参照ください。

・税務上適正株価について
拙著『Q ＆ A 非上場株式の評価と戦略的活用スキーム』（ロギカ書房　

2019 年）

・反射としての課税関係につき代表的なものとしてみなし贈与があります
が、これについて

拙著『みなし贈与のすべて』（ロギカ書房　2018 年）

・反射としての課税関係につき代表的なものとしてみなし配当があります
が、これについて

拙著『Q ＆ A みなし配当のすべて』（ロギカ書房　2020 年）

弊所伊藤俊一税理士事務所は、主に中小企業・零細企業の事業承継、資本戦



略、組織再編成、M&A、相続対策等々に係るご質問に特化した「コンサル質
問会」（主催：株式会社 KACHIEL（カチエル）http://kachiel.jp/lp/consulting-

question/）及び通常の課税実務に係る質問会「税務質問会」（事務局：株式会社

バレーフィールド https://myhoumu.jp/zeimusoudan/）のご回答、及び複数社の
会計事務所、税理士法人様の上記に係る顧問業務を取り扱っています。

本書の Q&A は上記の「実際に税理士等士業様」からご質問・ご相談を受け
た事項を分類し直し、回答を「中小・零細企業実務に直結」という視点で、再
編集したものです。本書の性格上、上記理由から極めて実践的な書籍になった
ものと思われます。

類書においても、本書の目次の項目に係る「基本的な課税関係」や「（法務

等含めた）諸手続については網羅されている節があります。当然、そういった
網羅性を重視した「教科書」も必要であることは否定していません。

しかし、課税実務では、税務上の基本的な取扱いは理解できたとしても、実
践的な事例がないと具体的なイメージがつかず、申告調整や各種税額シミュ
レーションができないのが事実です。そこで、本書では、「ノウハウ」「アイ
ディア」「知恵・創意工夫」といったものを現場のコンサルティングでの所感
を踏まえながら、執筆しました。

本書の大きな特徴は、以下の点に集約されます。
・章ごと、Q&A ごとに単独構成にしています。そのため、通しで読み始め

ると重複する箇所が多数ありますが意図的にそうしています。イメージを
つかんでほしいという筆者の意図です。

・初級者から上級者まで幅広い読者のニーズに応えるものを意識したこと、
本書に関しては基本的な記載方法や課税関係についても言及しています。

・論点は周辺実務に関して限って言えば、課税実務に真に即した網羅性を重
視し、類書では軽く扱っている記載についても誌面の許す限り詳細な解説
を加えていること。



・裁決・裁判例・判例についても網羅性を重視し、できるだけ実務上のヒン
トになるような汎用性のあるものを厳選して掲載したこと。

・苦手意識を持っている実務家が多いため表現はできるだけ平易に、また、
随所に非常に簡単な「よくある」事例を組み込み、具体的な取引をイメー
ジしていただけるようにしたこと、一方で、実務上稀な事例についても上
級者向けに汎用性のある取引のみを厳選し掲載したこと。

（この点に関しては論点の切り貼りと感じられる読者もいらっしゃることと思い

ますが、課税実務での多くの失敗は「不知・うっかり」によるものです。した

がって論点は誌面の許す限り掲載しました。あくまで「普段よく使う周辺課税

実務」にこだわっています。）

執筆にあたっては、細心の注意を払ったつもりですが、初めての試みが多
かった点もあり、至らぬ点が多いと思います。読者の皆様にはお気づきの点が
あれば、ぜひご指摘をいただきたく存じます。

企画段階から編集等、力強くサポートしていただいた、株式会社ロギカ書房
代表取締役橋詰守氏また、普段から多数の質の良いご相談・ご質問事項をくだ
さる「コンサル質問会」（主催：株式会社 KACHIEL（カチエル）http://kachiel.

jp/lp/consulting-question/）及び通常の課税実務に係る質問会「税務質問会」
（事務局：株式会社バレーフィールド https://myhoumu.jp/zeimusoudan/）の会員
様、及び私が顧問業務をさせていただいている複数社の会計事務所、税理士法
人様には心から感謝申し上げます。

令和 3 年 3 月
税理士／ 1 級ファイナンシャル・プランニング技能士　伊藤 俊一



【おことわり】
本書は、上記の性格から下記の論点は意図的に割愛しています。
・租税特別措置法第 40 条に係る詳細説明
・国外転出時課税制度
・質疑応答事例「いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人

株式に係る課税関係について」にて登場する「みなし譲渡」



目 次
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Q1-75　法人成りと現物出資に係るみなし譲渡（当局見解）

法人成りと現物出資に係るみなし譲渡について当局の見解を教えてくだ
さい。

Answer
下記が参考になります。

【解説】

法事例 0104　法人成りと現物出資 
〔問〕　法人成りに当たって、会社に時価より低い価額で資産を現物出資し
た場合、資産の受入価額が低いため減価償却費等が少なくなることから、
会社が時価でその資産を受け入れ、現物出資額との差額を資本金等の額と
して計上することができるか。（TAINZ コード　法人事例 000104）

〔答〕　時価と現物出資額の差額について資本金等の額に計上することはできな
い。

法人税法において資本金等の額は、「法人（各連結事業年度の連結所得に対す

る法人税を課される連結事業年度の連結法人を除く。）が株主等から出資を受けた

げるような理由に基づくものである場合を除き、これに含まれる。
⑴　借地権等の設定に係る契約書において、将来借地を無償で返還すること

が定められていること。
⑵　当該土地の使用の目的が、単に物品置場、駐車場等として土地を更地の

まま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用して
いたものであること。

⑶　借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、
借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事
情が生じたこと。
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金額として政令で定める金額をいう。」と規定されている。〔法法 2 十六〕

この政令で定められている規定は次の①＋② - ③である。〔法令 8〕

①　当該法人の資本金の額又は出資金の額
②　当該事業年度前の各事業年度及び当該事業年度開始の日以後の①以外の

第一号から第十三号までに掲げる金額の増加額の合計額
③　当該事業年度前の各事業年度及び当該事業年度開始の日以後の①以外の

第十四号から第二十一号までに掲げる金額の減少額の合計額
一　株式の発行又は自己の株式の譲渡をした場合に払い込まれた金銭の額

及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金
額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額を減算した金
額

（第二号から第二十一号まで省略）
本問の現物出資の場合は、上記②の第一号にある金額になる。
すなわち、現物出資した資産の時価が現物出資額の②を超えていても、その

差額について資本金等の額に計上することはできない。
また、会社法において、資本金の額及び準備金について次のように規定され

ている。〔会社法 445 ⑴～⑶〕

1 　株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設
立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又
は給付をした財産の額とする。

2 　前項の払込み又は給付に係る額の 2 分の 1 を超えない額は、資本金とし
て計上しないことができる。

3 　前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金
として計上しなければならない。

したがって、会社法においても上記第 1 項にあるように、現物出資により株
主が給付した財産の額を資本金の額とし、第 2 項及び第 3 項において 2 分の 1
を超えない額を資本準備金とすることができると規定されており、時価を現物
出資額とすることになる。

…
…
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なお、時価以下で現物出資額の受入れをした場合には、その出資額で会社が
資産計上をするため、その資産に係る減価償却費や固定資産除却損等は現物出
資額をベースに計算することから、時価で受け入れた場合に比べて少なくな
り、長期的にみて課税関係が生じることになる。したがって、個人事業の法人
成りの場合に同族会社の行為又は計算の否認規定に該当するときは、時価が譲
渡収入にみなされることがあることから、現物出資額は時価相当額とすべきで
ある。〔所法 157、所基通 59-3〕

Q1-76　法人成りする場合の個人資産の会社への引継額
（当局見解）

法人成りする場合の個人資産の会社への引継額に係る当局の見解を教え
てください。

Answer
下記が参考になります。

【解説】

法事例 0103　法人成りする場合の個人資産の会社への引継額 
〔問〕　個人事業を会社にする場合、資産、負債について個人事業での帳簿
価額の引継額と時価との間に差額があった場合、どのような問題が生じる
か。（TAINZ コード　法人事例 000103）

〔答〕　法人成りに当たっては、次の 1 に掲げる引継ぎの形態があるが、いずれ
の場合にも、2 に掲げるような問題が生じる。
1 　引継ぎの形態区分

法人成りによって個人事業の資産、負債を会社が引き継ぐには、次の場合
があるが、いずれの場合にも引き継ぐ資産、負債の評価問題が生じる。
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⑴　現物出資による場合〔会社法 28 ⑴一〕

⑵　財産引受けによる場合〔会社法 28 ⑴二〕

⑶　会社設立後に個人資産を買い取る場合（事後設立）〔会社法 467 ⑴五〕

2 　資産の引継額が時価より高い場合と低い場合の問題点
⑴　引継額が時価より高い場合

時価をもって会社の取得価額とし、時価を超える部分の出資は否認され
る。

減価償却資産 〔法令 54 ⑴六、法法 31〕

棚卸資産 〔法令 32 ⑴三、法法 29〕

有価証券 〔法令 119 ⑴二十二、法法 61 の 2〕

この出資額と時価との差額の取扱いは特に定めがなく、ケースによって
は出資者に対する貸付金又は未払込出資金となる。なお出資者の譲渡所得
等の収入金額は、出資額でなく法人の取得価額で計算する。

⑵　引継額が時価より低い場合
会社については、現物出資の場合資本等取引であるから、時価と引継額

の差額について低廉現物出資受入益を計上する必要はない。
しかし、財産引受けの場合は、個人出資者からの資産の引継ぎというこ

とから実質的な現物出資に当たり、また、事後設立は現金出資による会社
成立後の財産の譲受けであることから資本等取引には該当しない。

したがって、当該資産の時価と譲受額との差額については、低廉譲受益
を計上することになる。〔法法 22 ⑵〕

一方出資者については、時価の 2 分の 1 未満の価額で資産を引き渡す
と、現物出資、会社設立後の譲渡のいずれの場合にも、時価で譲渡したも
のとみなして譲渡所得の課税が行われる。〔所法 59 ⑴二、所令 169〕

これは出資の対価として取得した株式等の価額が、引継資産の含みを反
映して高くなっているという考えによるものである。

（注）　出資者が時価の 2 分の 1 以上の価額で資産を引き渡したときでも、同族会
社の行為又は計算の否認規定〔所法 157〕に該当するときは、時価で譲渡し
たものとみなされる場合がある。〔所基通 59-3〕

なお、会社法は、原始定款に現物出資又は財産引受けの記載又は記録が
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あるときは、それらに関する事項について、原則として裁判所の選任する
検査役の調査を受けなければならないと規定している。〔会社法 33 ⑴〕た
だし、その資産が少額等である場合には、検査役の調査については免除規
定がある。〔会社法 33 ⑽一、二、三〕

Q1-77　法人成りに当たっての注意事項（当局見解）

法人成りに当たっての注意事項について当局見解を教えてください。

Answer
下記です。

【解説】

法事例 0106　法人成りに当たっての注意事項 
〔問〕　個人事業の法人成りに当たり、どのようなことに注意すればよい
か。（TAINZ コード　法人事例 000106）

〔答〕　次に掲げる事項等について注意する。
1 　不良債権の引継ぎ

不良債権を引き継いだ後に貸倒れとなっても法人では損金算入は認められ
ず、個人に対する経済的利益の供与に当たり贈与（その個人が役員のときは役

員給与）として取り扱われる。
なお、個人事業者が事業廃止後に発生した費用又は損失については、特例

が定められており、費用又は損失の生じた日の翌日から 2 か月以内に限り更
正の請求ができることになっている。〔所法 63,152、通則法 23 ⑴〕

2 　個人事業に係る経費
使用人給料、賞与、退職給与について会社設立の日の前日までの部分は個

人事業の負担であるため個人が支払っておくか、未払金として会社に引き継
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ぐかにすることする。
ただし、会社設立後相当期間経過後に退職する従業員の退職給与は、その

全額を法人の段階で損金算入が認められる取扱いになっている。〔法基通

9-2-39〕

この場合の「相当期間経過後」は、課税上弊害がない限り、一般的には個
人所得税の最終年分の減額更正との関連において理解しても差し支えない。

3 　会社役員間の取引
会社役員間の取引については契約書を作成し、内容を明らかにしておくこ

と。
例えば不動産賃貸借に係る契約書の作成、金銭消費貸借に係る契約書の作

成などである。特に債務超過で引き継ぐと、その部分は個人に対する貸付金
となり、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第 93 条第 2 項《利
子税の割合の特例》に規定する特例基準割合による利率（その利率に 0.1 ％未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）により、利息を徴収しなければな
らない。〔所基通 36-49〕

この取扱いは、平成 26 年 1 月 1 日以後適用される。
　　※平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日の場合　年 1.9 ％
　　　平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日の場合　年 1.8 ％
　　　平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日の場合　年 1.8 ％

なお、法人が役員に貸し付けた金銭の利息相当額については、その金銭が
使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合
には、その借入金の利率によらなければならない。

4 　減価償却資産の引継ぎ
減価償却資産の適正時価を法人の取得価額とする。この時価が明らかでな

いときは、法基通 9-1-19（減価償却資産の時価）による。
そして、減価償却については、中古資産の耐用年数を適用して償却する。

〔TAINS コード・法人事例 000103 参照〕

5 　営業権
営業権は適正な評価額で引き継ぐこと。
仮に、個人事業が超過収益力を有し、資産性のある営業権を会社が無償で
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引き継ぐとすれば、会社は、受贈益の認定を受け、個人については、みなし
譲渡課税が行われることもある。〔所法 59 ⑴二、所令 169〕

逆に、資産性のない営業権を引き継ぐと、高価買入れとして役員給与の認
定を受けることになる。

そこで、営業権の適正な評価額の算定が問題であるが、類似業種の売買実
例、相続税財産評価基本通達〔評通 165、166〕などを参考にして評価する。

6 　法人の設立期間中の損益の帰属
法人の設立期間中の損益の帰属をはっきりさせておくこと。
新規開業して会社を設立した場合には、当該設立中の法人について生じた

損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて
申告することができる。これに対して、個人事業の法人成りの場合には、そ
の前から個人事業が継続しているという事情があり、一般の設立期間中の損
益とは異なり、法人が設立の日（設立登記）の前日までの損益は個人事業に
帰属することに取り扱われる。〔法基通 2-6-2〕

なお、現物出資により設立した法人の当該現物出資の日から当該法人の設
立の日の前日までの期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事
業年度の所得の金額の計算に含めて申告することとなる。〔法基通 2-6-2（注

2）〕

7 　消費税の納税義務の有無の判定
個人事業者のいわゆる法人成りにより新たに設立された法人であっても、

その個人事業者の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売
上高は、その法人の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税
売上高とはならないのであるから、判定上加算する必要はない。〔消基通

1-4-6（注）〕

したがって、新設法人の資本金の額又は出資の金額が 1,000 万円未満か
1,000 万円以上かによって、納税義務の有無を判定することになる。〔消法 9

⑴、12 の 2〕

しかし、課税売上高が 1,000 万円以下である場合において、法人（届出書

の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。）のうち、その事
業年度に係る特定期間における課税売上高が 1,000 万円を超えるときは、そ
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の事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、上記
消費税法 9 条第 1 項本文の規定は、適用されない。この場合の「特定期間」
とは、当該前事業年度開始の日以後 6 月の期間をいう。〔消法 9 の 2〕

Q1-78　法人成りに当たり個人不動産を会社に賃貸する場
合（当局見解）

法人成りに当たり個人不動産を会社に賃貸する場合について当局見解を
教えてください。

Answer
下記です。

【解説】

法事例 0105　法人成りに当たり個人不動産を会社に賃貸する場合 
〔問〕　法人成りに当たり、個人不動産を会社へ賃貸することにしたい。ど
のようなことに注意したらよいか。（TAINZ コード　法人事例 000105）

〔答〕　会社が個人に支払う賃借料、権利金等については、適正な時価に相当す
る金額を支払わなければならない。

法人成りに当たり、個人資産を会社へ引き継ぐ場合、時価によらなければな
らない。仮に時価より低い価額で引き継いだとすれば、受け入れた法人側では
時価によって取得したものとされる。一方、出資者側では、時価の 2 分の 1 未
満の低額譲渡の場合であれば時価によって譲渡があったものとみなされ〔所令

169、所法 59〕、時価と取得価額（減価償却資産にあっては未償却残高）との差額
が譲渡所得とされる。

特に、建物については、会社が受け入れ、当該建物の敷地については、個人
所有のままとする方法を採用すると、借地権の問題が起こってくるので注意し
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なければならない。この場合、借地人である会社は、土地所有者である個人に
対して通常の権利金を支払うか若しくは、相当の地代を支払わなければ、原則
として借地権の受贈益が認定される。〔法令 137、法法 65〕

また、借地権の受贈益の認定を受けることにより、会社の株式又は出資の価
額が増加するため、その増加した部分に相当する金額を他の株主又は出資者
が、その財産の提供者から贈与によって取得したものとみなされる。〔相基通

9-2〕

以上のようなことから、不動産は個人所有のままにしておき、会社に賃貸す
るのケースが多いが、会社へ賃貸する場合においては、会社が個人に支払う賃
借料、権利金等については適正な時価によらなければならない。時価を超えて
支払った場合には、当該部分は、個人に対する贈与、当該個人が役員であれば
役員給与とされる。

また、敷金についても相当額を超える金額を会社から受け取れば、当該部分
は個人に対する貸付金とされ、その金銭が会社において他から借り入れて貸し
付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他
の場合には、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第 93 条第 2 項

《利子税の割合の特例》に規定する特例基準割合による利率（その利率に 0.1 ％

未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）により、利息を徴収しなければな
らない。〔所基通 36-49〕

Q1-79　所得税基本通達 59-6 改正

所得税基本通達 59-6 改正について教えてください。

Answer
下記です。
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（株式等を贈与等した場合の「その時における価額」）
59-6　法第 59 条第 1 項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産

が株式（株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約
権（新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。）及び新株予約権の割
当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。）である場合の同項に規
定する「その時における価額」は、23 ～ 35 共 -9 に準じて算定した価額によ
る。この場合、23 ～ 35 共 -9 の⑷ニに定める「1 株又は 1 口当たりの純資産
価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」については、原則とし
て、次によることを条件に、昭和 39 年 4 月 25 日付直資 56・直審（資）17

「財産評価基本通達」（法令解釈通達）の 178 から 189-7 まで（（取引相場のな
い株式の評価））の例により算定した価額とする。
⑴　財産評価基本通達 178、188、188-6、189-2、189-3 及び 189-4 中「取得

した株式」とあるのは「譲渡又は贈与した株式」と、同通達 185、189-2、
189-3 及び 189-4 中「株式の取得者」とあるのは「株式を譲渡又は贈与し
た個人」と、同通達 188 中「株式取得後」とあるのは「株式の譲渡又は贈
与直前」とそれぞれ読み替えるほか、読み替えた後の同通達 185 ただし書、
189-2、189-3 又は 189-4 において株式を譲渡又は贈与した個人とその同族
関係者の有する議決権の合計数が評価する会社の議決権総数の 50 ％以下で
ある場合に該当するかどうか及び読み替えた後の同通達 188 の⑴から⑷ま
でに定める株式に該当するかどうかは、株式の譲渡又は贈与直前の議決権
の数により判定すること。

⑵　当該株式の価額につき財産評価基本通達179 の例により算定する場合（同
通達 189-3 の⑴において同通達 179 に準じて算定する場合を含む。）におい
て、当該株式を譲渡又は贈与した個人が当該譲渡又は贈与直前に当該株式
の発行会社にとって同通達 188 の⑵に定める「中心的な同族株主」に該当
するときは、当該発行会社は常に同通達 178 に定める「小会社」に該当す
るものとしてその例によること。

⑶　当該株式の発行会社が土地（土地の上に存する権利を含む。）又は金融商
品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通
達 185 の本文に定める「1 株当たりの純資産価額（相続税評価額によって
計算した金額）」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は
贈与の時における価額によること。

⑷　財産評価基本通達 185 の本文に定める「1 株当たりの純資産価額（相続
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（参考）

税評価額によって計算した金額）」の計算に当たり、同通達 186-2 により計
算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

（法人が自己の株式又は出資を個人から取得する場合の所得税法第 59条の適用）
37 の 10・37 の 11 共 -22　法人がその株主等から措置法第 37 条の 10 第 3 項

第 5 号の規定に該当する自己の株式又は出資の取得を行う場合において、そ
の株主等が個人であるときには、同項及び措置法第 37 条の 11 第 3 項の規定
により、当該株主等が交付を受ける金銭等（所得税法第 25 条第 1 項《配当等
とみなす金額》の規定に該当する部分の金額（以下この項において「みなし
配当額」という。）を除く。）は一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等
に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされるが、この場合における同法第
59 条第 1 項第 2 号《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》の規定の適用につい
ては、次による。
⑴　所得税法第 59 条第 1 項第 2 号の規定に該当するかどうかの判定

法人が当該自己の株式又は出資を取得した時における当該自己の株式又
は出資の価額（以下この項において「当該自己株式等の時価」という。）に
対して、当該株主等に交付された金銭等の額が、所得税法第 59 条第 1 項第
2 号に規定する著しく低い価額の対価であるかどうかにより判定する。

⑵　所得税法第 59 条第 1 項第 2 号の規定に該当する場合の一般株式等に係る
譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる
金額

当該自己株式等の時価に相当する金額から、みなし配当額に相当する金
額を控除した金額による。

（注）　「当該自己株式等の時価」は、所基通 59-6《株式等を贈与等した場
合の「その時における価額」》により算定するものとする。
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「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について（法令解釈通達）」の
趣旨説明（情報）

令和 2 年 8 月 28 日付課資 4-2 ほか 1 課共同「『所得税基本通達の制定について』
の一部改正について（法令解釈通達）」により、所得税基本通達 59-6《株式等を贈与
等した場合の「その時における価額」》の改正を行ったところであるが、その改正事
項の趣旨及び同通達の取扱いを別紙のとおり取りまとめたので、今後の執務の参考
とされたい。

資産課税課情報 第 22 号 令和 2 年 9 月 30 日 国税庁資産課税課
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別　紙

〈省略用語例〉

本情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示す
ものである。

所得税法  　所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）
所得税基本通達、所基通  　  所得税基本通達の制定について（昭和 45 年 7

月 1 日付直審（所）30）
財産評価基本通達、評基通  　  財産評価基本通達（昭和 39 年 4 月 25 日付直

資 56 ほか 1 課共同）
※各法令等は、令和 2 年 8 月 28 日現在による。
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○　法第 59 条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係
 ※　アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【一部改正】
（株式等を贈与等した場合の「その時における価額」）
59-6　法第 59 条第 1 項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産

が株式（株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約
権（新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。）及び新株予約権の割
当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。）である場合の同項に規
定する「その時における価額」は、23 ～ 35 共 -9 に準じて算定した価額によ
る。この場合、23 ～ 35 共 -9 の⑷ニに定める「1 株又は 1 口当たりの純資産
価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」については、原則とし
て、次によることを条件に、昭和 39 年 4 月 25 日付直資 56・直審（資）17

「財産評価基本通達」（法令解釈通達）の 178 から 189-7 まで《取引相場のな
い株式の評価》の例により算定した価額とする。
⑴　財産評価基本通達 178、188、188-6、189-2、189-3 及び 189-4 中「取得

した株式」とあるのは「譲渡又は贈与した株式」と、同通達 185、189-2、
189-3 及び 189-4 中「株式の取得者」とあるのは「株式を譲渡又は贈与し
た個人」と、同通達 188 中「株式取得後」とあるのは「株式の譲渡又は贈
与直前」とそれぞれ読み替えるほか、読み替えた後の同通達 185 ただし書、
189-2、189-3 又は 189-4 において株式を譲渡又は贈与した個人とその同族
関係者の有する議決権の合計数が評価する会社の議決権総数の 50 ％以下で
ある場合に該当するかどうか及び読み替えた後の同通達 188 の⑴から⑷ま
でに定める株式に該当するかどうかは、株式の譲渡又は贈与直前の議決権
の数により判定すること。

⑵　当該株式の価額につき財産評価基本通達 179 の例により算定する場合（同
通達 189-3 の⑴において同通達 179 に準じて算定する場合を含む。）におい
て、当該株式を譲渡又は贈与した個人が当該譲渡又は贈与直前に当該株式
の発行会社にとって同通達 188 の⑵に定める「中心的な同族株主」に該当
するときは、当該発行会社は常に同通達 178 に定める「小会社」に該当す
るものとしてその例によること。

⑶　当該株式の発行会社が土地（土地の上に存する権利を含む。）又は金融商
品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通
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《説明》
1 　所得税法第 59 条第 1 項では、「贈与（法人に対するものに限る。）、相続（限定
承認に係るものに限る。）若しくは遺贈（法人に対するもの及び個人に対する包括
遺贈のうち限定承認に係るものに限る。）又は著しく低い価額の対価による譲渡

（法人に対するものに限る。）により居住者の有する譲渡所得の基因となる資産等
の移転があった場合、その者の譲渡所得等の金額の計算については、その事由が
生じた時に、その時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があっ
たものとみなす。」こととされている。

2 　また、所得税基本通達 59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》
（以下「本通達」という。）では、所得税法第 59 条第 1 項の規定の適用に当たっ
て、譲渡所得の基因となる資産が株式（株主又は投資主となる権利、株式の割当
てを受ける権利、新株予約権（新投資口予約権を含む。）及び新株予約権の割当て
を受ける権利を含む。）である場合の同項に規定する「その時における価額」と
は、所得税基本通達 23 ～ 35 共 -9 に準じて算定した価額によることとし、この場
合、所得税基本通達 23 ～ 35 共 -9 の⑷ニに定める「1 株又は 1 口当たりの純資産
価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」については、原則として、
一定の条件の下、財産評価基本通達 178 から 189-7 まで《取引相場のない株式の
評価》の例により算定した価額とすることとしている。

3 　そして、本通達の⑴では、財産評価基本通達 188 の⑴に定める「同族株主」に
該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議
決権の数により判定することとする条件を定め、当該株式を譲渡又は贈与した個
人である株主が譲渡又は贈与直前において少数株主に該当する場合に、取引相場
のない株式の譲渡又は贈与の時における価額をいわゆる配当還元方式（注）により算
定することと取り扱っている。

達 185 の本文に定める「1 株当たりの純資産価額（相続税評価額によって
計算した金額）」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は
贈与の時における価額によること。

⑷　財産評価基本通達 185 の本文に定める「1 株当たりの純資産価額（相続
税評価額によって計算した金額）」の計算に当たり、同通達 186-2 により計
算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
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（注）　相続税等について財産の評価方法等を定めた財産評価基本通達では、取引相場のな
い株式の価額について、原則的な評価方法を定める一方、会社の事業経営への影響力に
乏しい少数株主が取得した株式の場合に用いる例外的な評価方法（配当還元方式）を定
めているところ、財産評価基本通達 188 は「同族株主以外の株主等が取得した株式」の
範囲を定め、当該株式に該当するものについて、財産評価基本通達 188-2 の定めにより
配当還元方式によって算定することとしている。

4 　先般、取引相場のない株式の譲渡の時における価額を争点として、本通達の⑴
の条件に関し、譲渡所得に対する課税の場面において配当還元方式を用いること
となるのは、譲渡人である株主が少数株主に該当する場合（国側の主張）なのか、
譲受人である株主が少数株主に該当する場合（納税者側の主張）なのかが争われ
た事件に対する最高裁判決（令和 2 年 3 月 24 日付最高裁第三小法廷判決）の中
で、最高裁は、本通達の定めは、譲渡所得に対する課税と相続税等との性質の差
異に応じた取扱いをすることとし、少数株主に該当するか否かについても当該株
式を譲渡した株主について判断すべきことをいう趣旨のものということができる
と判示し、国側の主張を認めた（注）。

しかしながら、当該最高裁判決に付された裁判官の補足意見において、本通達
の作成手法については、分かりやすさという観点から改善されることが望ましい
等の指摘がなされ、この指摘を踏まえ、本通達の⑴の条件に係る従前からの取扱
いがより明確になるよう、本通達の改正を行ったものである。

（注）　当該最高裁判決においては、株式の譲受人である株主が少数株主に該当することを
理由として、譲渡人が譲渡した株式につき配当還元方式により算定した額が株式の譲渡
の時における価額であるとした原審（平成 30 年 7 月 19 日付東京高裁判決）の判断部分

（国側敗訴部分）が破棄され、原審に差し戻されている。

5 　具体的には、本通達の⑴の条件について、譲渡又は贈与した株式の価額につい
て株式を譲渡又は贈与した個人である株主が譲渡又は贈与直前において少数株主
に該当する場合に財産評価基本通達 188 等の定めの例により算定するという従前
からの取扱いを分かりやすく表現するため、①「取得した株式」と定めている部
分について「譲渡又は贈与した株式」と読み替えるなどの必要な読替えを行うと
ともに、②読替え後の財産評価基本通達 188 等の定めの例により算定するかどう
かを譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定することを明確化するほか、所要
の整備を行っている。
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本通達に基づく株主の態様による評価方法の概要は、次のとおりとなる。

6 　なお、本通達の改正は、これまでの取扱いを変更するものではないことに留意
する。

7 　また、本通達の取扱いに関して、今般、別添に掲げる点についても整理した。
今後はこの点についても留意すること。

株主の態様による区分
評価方法会社

区分
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渡
等
直
前
に
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権
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が
５
％
未
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の
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主

中心的な同族株主がいない場合の株主
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株主がいる場
合の株主

中心的な同族株主

役員である株主又は役
員となる株主

その他の株主 例外的な
評価方法譲渡等直前に同族株主以外の株主
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等
直
前
に

同
族
株
主
の
い
な
い
会
社
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渡
等
直
前
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決
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割
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の
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計
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上
の
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ル
ー
プ
に
属
す
る
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譲渡等直前の議決権割合が５％以上の株主

原則的な
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割
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５
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の
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中心的な株主がいない場合の株主
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員となる株主

その他の株主
例外的な
評価方法譲渡等直前に議決権割合の合計が 15％未満のグループに属す

る株主
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別　添

1 　本通達の⑵の適用がある場合の財産評価基本通達 180 の取扱いについて
⑴　本通達の⑵の適用がある場合、譲渡等をした株式の「その時における価額」

は、その株式を発行した会社（以下「評価会社」という。）を「財産評価基本通
達 178 に定める『小会社』に該当するものとして」同通達 179 の例により算定
することになる。

財産評価基本通達 179 には、同通達 178 に定める大会社などの会社規模に応
じた評価額の算定方法が定められ、その算定方法である「類似業種比準価額」
及び「純資産価額」を用いる場合の原則形態が定められている。そしてこの「類
似業種比準価額」については、同通達 180 において具体的算定方法が定められ
ており、ここでは、類似業種の株価等に「しんしゃく割合」を乗ずることとさ
れている。このように、同通達 179 における会社規模に応じた評価額の算定で

「類似業種比準価額」を用いることから、本通達の⑵の適用がある場合、この
「類似業種比準価額」を算出する計算において類似業種の株価等に乗ずる「しん
しゃく割合」についても、小会社のしんしゃく割合（0.5）になるのかといった
疑問がある。

⑵　本通達の⑵は「当該株式の価額につき財産評価基本通達 179 の例により算定
する場合（…）において、当該株式を譲渡又は贈与した個人が当該譲渡又は贈
与直前に当該株式の発行会社にとって同通達 188 の⑵に定める『中心的な同族
株主』に該当するときは、当該発行会社は常に同通達 178 に定める『小会社』
に該当するものとしてその例によること」としている。

このことからすると、本通達の⑵は、譲渡等をした株式の「その時における
価額」を財産評価基本通達 179 の例により算定する場合において、譲渡等をし
た者が「中心的な同族株主」に該当するときの評価会社の株式については、同
通達 179 ⑶の「小会社」の算定方法である「純資産価額方式」又は選択により

・本通達の現行の取扱いに関し、以下の点について整理を行う。
1　本通達の⑵の適用がある場合の財産評価基本通達 180 の取扱いについて
2　評価会社が有する子会社株式を評価する場合の本通達の⑵の取扱いについ

て
3　評価会社が有する子会社株式を評価する場合のその子会社が有する土地及

び上場株式の評価について
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「類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式」を用いることを定めたもの
である。

本通達の⑵が上記のとおり定めた趣旨は、「中心的な同族株主」とは、議決権
割合が 25 ％以上となる特殊関係グループに属する同族株主をいうところ、評価
会社が「中心的な同族株主」で支配されているような場合において、同族株主
にとってその会社の株式の価値は、その会社の純資産価額と切り離しては考え
られないところではないかと考えられ、また、本通達の制定に先立って行われ
た取引相場のない株式の譲渡に関する実態調査においても、持株割合が高い株
主ほど純資産価額方式による評価額により取引されている傾向があったことが
確認されている。

このため、「中心的な同族株主」の有する株式については、たとえその会社が
大会社又は中会社に該当する場合であっても、小会社と同様に「純資産価額方
式」を原則とし、選択的に「類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式」
による算定方法によることとしている。

⑶　一方、「類似業種比準価額」を算出する計算において類似業種の株価等に乗ず
る「しんしゃく割合」を会社規模に応じたものとしている趣旨は、次のとおり
である。

類似業種比準方式による評価額は、評価会社の実態に即したものになるよう
に、評価会社の事業内容が類似する業種目の株価を基として、評価会社と類似
業種の 1 株当たりの①配当金額、②利益金額及び③純資産価額の 3 要素の比準
割合を乗じて評価することとしている。しかしながら、株価の構成要素として
は、上記の 3 要素のほか、市場占有率や経営者の手腕などが考えられるが、こ
れらを具体的に計数化してその評価会社の株式の評価に反映させることは困難
である。また、評価会社の株式は現実に取引市場を持たない株式であることな
どのほか、大半の評価会社はその情報力、組織力のほか技術革新、人材確保、
資金調達力等の点で上場企業に比し劣勢にあり、一般的にその規模格差が拡大
する傾向にあるといえる社会経済状況の変化を踏まえると、評価会社の規模が
小さくなるに従って、上場会社との類似性が希薄になっていくことが顕著になっ
てくると認められる。このため、この上場会社と評価会社の格差を評価上適正
に反映させるよう、大会社の「0.7」を基礎として、中会社を「0.6」、小会社を

「0.5」とするしんしゃく割合が定められている。

⑷　以上のとおり、本通達の⑵において「中心的な同族株主」の有する株式の価
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額を、評価会社が「常に『小会社』に該当するものとして」財産評価基本通達
179 の例により算定することとした趣旨（上記⑵参照）と、類似業種比準価額を
求める算式におけるしんしゃく割合を評価会社の規模に応じたしんしゃく割合
としている趣旨（上記⑶参照）は異なっており、本通達の⑵において「中心的
な同族株主」の有する株式の価額を、評価会社が「常に『小会社』に該当する
ものとして」財産評価基本通達 179 の例による算定方法を用いることとした趣
旨からしても、本通達の⑵は、財産評価基本通達 180 の類似業種比準価額を算
出する計算において類似業種の株価等に乗ずるしんしゃく割合まで小会社の

「0.5」とするものではない。

2　評価会社が有する子会社株式を評価する場合の本通達の⑵の取扱いについて
⑴　本通達の⑵は、譲渡等をした株式の「その時における価額」の算定について、

株式を譲渡等した者が、その譲渡等の直前に評価会社にとって財産評価基本通
達 188 の⑵に定める「中心的な同族株主」に該当する場合には、その評価会社
を「財産評価基本通達 178 に定める『小会社』に該当するものとして」同通達
179 の例によることとするものである。

その上で、例えば、評価会社が子会社株式を有している場合に、当該譲渡等
の直前に当該評価会社がその子会社にとって「中心的な同族株主」に該当する
ときにも、当該評価会社が有する子会社株式の「その時における価額」は、そ
の子会社を「財産評価基本通達 178 に定める『小会社』に該当するものとして」
同通達 179 の例により算定することが相当なのではないかといった疑問がある。

⑵　この点、本通達の⑵の「株式を譲渡又は贈与した個人」が「中心的な同族株
主」に該当する場合に、その会社を「小会社」に該当するものとしてその例に

【イメージ図】

譲渡者（中心的
な同族株主）

株主

評価会社
（大会社）

【疑問】類似業種比準価額を算出する計算において類
似業種の株価等に乗ずるしんしゃく割合は、実際の
会社規模に応じた割合（0.7）にするのか、小会社と
しての割合（0.5）にするのか。

【回答】評価会社の株式の価額を評基通179の例により
算定するときは「小会社」とするが、評基通180のしん
しゃく割合は評価会社の会社規模に応じたものとする。
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よることとした趣旨は、評価会社が「中心的な同族株主」で支配されているよ
うな場合において、同族株主にとってその会社の株式の価値は、その会社の純
資産価額と切り離しては考えられないのではないかという理由等によるもので
ある（上記 1 ⑵参照）。

⑶　このような本通達の⑵の取扱いの趣旨に照らせば、評価会社が有する子会社
株式の価額につき、財産評価基本通達 179 の例により算定する場合、評価会社
がその子会社の「中心的な同族株主」に該当するときにも、当該子会社は、同
通達 178 に定める「小会社」に該当するものとして、「純資産価額方式」又は選
択により「類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式（L を 0.5 として計
算）」による価額とすることが相当である（この場合の類似業種比準価額を算出
する計算において、類似業種の株価等に乗ずるしんしゃく割合（評基通 180）に
ついては、当該子会社の実際の会社規模に応じたしんしゃく割合となる。）。

⑷　なお、評価会社の子会社が有する当該子会社の子会社（評価会社の孫会社。
以下「孫会社」という。）の株式の価額を算定する場合にも、評価会社の株式の
譲渡等の直前において当該評価会社の子会社が、孫会社にとって「中心的な同
族株主」に該当するときには、上記と同様の理由により、当該孫会社は、「小会
社」に該当するものとしてその例によることが相当である。
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3 　評価会社が有する子会社株式を評価する場合のその子会社が有する土地及び上
場株式の評価について
⑴　本通達の⑶は、譲渡等をした株式の「その時における価額」の算定について、

評価会社が有する土地及び上場株式の財産評価通達 185 の本文に定める「1 株当
たりの純資産価額」の計算に当たっては、これらの資産については、当該譲渡
等の時における価額によることとするものである。

その上で、例えば、評価会社が子会社株式を有している場合に、その子会社
株式を評価する場合の「1 株当たりの純資産価額」の計算に当たっても、その子
会社が有する土地及び上場株式については、評価会社の株式の譲渡等の時にお
ける価額により当該子会社株式の評価をすることが相当ではないかといった疑
問がある。

⑵　この点、財産評価基本通達に定める土地の評価額（評基通 11）については、
「評価の安全性」を配慮して公示価格等のおおむね 8 割で定められており、上場

【イメージ図】

株主

評価会社（子会社の
中心的な同族株主）

【所基通 59－6⑵】評価会社の株式の価額を評基通
179の例により算定するときは、「小会社」に該当する
ものとして「純資産価額方式」又は「類似業種比準
方式と純資産価額方式との併用方式（Ｌを 0.5 として
計算）」による価額とする。

【回答】評価会社が有する子会社株式の価額を算定す
る場合においても、子会社が「小会社」に該当する
ものとして「純資産価額方式」又は「類似業種比準
方式と純資産価額方式との併用方式（Ｌを 0.5 として
計算）」による価額とすることが相当である。

【疑問】評価会社が子会社にとって「中心的な同
族株主」に該当する場合にも、その子会社株式の
価額は「財産評価基本通達 178に定める『小会社』
に該当するものとして」同通達 179の例により算
定することが相当ではないか。

子会社

譲渡者（中心的
な同族株主）
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株式の評価額（評基通 169）については、一時点（相続開始時）における需給関
係による偶発性の排除等を理由に一定のしんしゃくをしている。また、本通達
の制定に先立って行われた取引相場のない株式の譲渡に関する実態調査におい
ても、純資産価額方式についてみると、土地や上場株式は時価に洗い替え、か
つ、その洗い替えに伴う評価差額についての法人税額等相当額は控除していな
いものが相当数であったことが確認されている。

一方、所得税法第 59 条によるみなし譲渡課税は、法人に対する贈与等があっ
た時にその時における価額に相当する金額により譲渡があったものとみなして
課税するものである。このため、同条第 1 項の規定の適用に当たっては、土地
について、評価の安全性を配慮する必要性に乏しく、また、上場株式について
は、その日における取引価額（偶発性はあったとしても、その日にはその価額
で取引される）が明らかであり、財産評価基本通達 169 に定める上場株式の評
価額のようなしんしゃくをする必要性は乏しい。

これらの理由から、本通達の⑶において、土地及び上場株式について、財産
評価基本通達の例により評価した価額ではなく、譲渡等の時における価額によ
ることとしている。

⑶　このことは、評価会社の子会社が有している土地及び上場株式についても同
様に当てはまり、子会社が有する土地又は上場株式についても評価の安全性を
配慮等する必要性に乏しいと考えられる。

したがって、評価会社が有する土地又は上場株式だけでなく、評価会社の子
会社が有する土地又は上場株式についても、本通達の⑶の趣旨に照らして、譲
渡等の時における価額を基に評価会社が有する子会社株式を評価するのが相当
である。

⑷　なお、評価会社の子会社が有する孫会社の株式を評価する場合にも、当該孫
会社が有する土地や上場株式についても、上記と同様の理由により、当該土地
及び上場株式は、譲渡等の時における価額を基に子会社が有する孫会社株式を
評価するのが相当である。
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【イメージ図】

譲渡者
株主

評価会社（純資産価
額方式で評価）

【所基通 59－6⑶】評価会社の株式を「純資産価額
方式」で評価する場合において、評価会社が有する
土地及び上場株式は譲渡等の時における価額（≠相
続税評価額）による。

【回答】評価会社が有する子会社株式を「純資産価
額方式」で評価する場合において、子会社が有する
土地及び上場株式も譲渡等の時における価額（≠相
続税評価額）によるのが相当である。

【疑問】子会社株式を評価する場合の「１株当たりの
純資産価額」の計算に当たって、その子会社が有する
土地及び上場株式についても、評価会社の株式の譲渡
等の時における価額（≠相続税評価額）により当該子
会社株式の評価をするのが相当ではないか。

子会社（純資産価額
方式で評価）

（参考 1）

○　（改正後の）所得税基本通達 59-6 の⑴による読替え等を行った後の財産評価基
本通達（抜粋）
※　読替え等が必要な項のみを掲載し、アンダーラインを付した部分が読替え等

を行った部分である。
なお、二重線のアンダーラインを付した部分が、本通達の⑴の改正部分の①

「読み替えた後の財産評価基本通達 185 ただし書、189-2、189-3 又は 189-4 にお
いて株式を譲渡又は贈与した個人とその同族関係者の有する議決権の合計数が
評価する会社の議決権総数の 50 ％以下である場合に該当するかどうかは、株式
の譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること」及び②「読み替えた後
の同通達 188 の⑴から⑷までに定める株式に該当するかどうかは、株式の譲渡
又は贈与直前の議決権の数により判定すること」を表した部分である。

（取引相場のない株式の評価上の区分）
178　取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社（以下
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「評価会社」という。）が次の表の大会社、中会社又は小会社のいずれに該当する
かに応じて、それぞれ次項の定めによって評価する。ただし、同族株主以外の株
主等が譲渡又は贈与した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、それぞれ 188

《同族株主以外の株主等が取得した株式》又は 189《特定の評価会社の株式》の定
めによって評価する。

【以下省略】

（純資産価額）
185　179《取引相場のない株式の評価の原則》の「1 株当たりの純資産価額（相続

税評価額によって計算した金額）」は、課税時期における各資産をこの通達に定め
るところにより評価した価額（この場合、評価会社が課税時期前 3 年以内に取得
又は新築した土地及び土地の上に存する権利（以下「土地等」という。）並びに家
屋及びその附属設備又は構築物（以下「家屋等」という。）の価額は、課税時期に
おける通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又
は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認
められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができる
ものとする。以下同じ。）の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及
び 186-2《評価差額に対する法人税額等に相当する金額》により計算した評価差額
に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株
式数で除して計算した金額とする。ただし、179《取引相場のない株式の評価の原
則》の⑵の算式及び⑶の 1 株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算し
た金額）については、譲渡又は贈与直前において、株式を譲渡又は贈与した個人
とその同族関係者（188《同族株主以外の株主等が取得した株式》の⑴に定める同
族関係者をいう。）の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の 50 ％以下
である場合においては、上記により計算した 1 株当たりの純資産価額（相続税評
価額によって計算した金額）に 100 分の 80 を乗じて計算した金額とする。

（注） 1　1 株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）の計算を行う場
合の「発行済株式数」は、直前期末ではなく、課税時期における発行済株式数であ
ることに留意する。

　　 2　上記の「議決権の合計数」及び「議決権総数」には、188-5《種類株式がある場
合の議決権総数等》の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式
に係る議決権の数」を含めるものとする。

（同族株主以外の株主等が取得した株式）
188　178《取引相場のない株式の評価上の区分》の「同族株主以外の株主等が譲渡



276

又は贈与した株式」は、次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、
次項の定めによる。
⑴　同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の譲渡又は贈与した

株式
この場合における「同族株主」とは、譲渡又は贈与直前における評価会社の

株主のうち、株主の 1 人及びその同族関係者（法人税法施行令第 4 条《同族関
係者の範囲》に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。以下同じ。）の
有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の 30 ％以上（その評価会社の株
主のうち、株主の 1 人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多い
グループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の 50 ％超である会
社にあっては、50 ％超）である場合におけるその株主及びその同族関係者をい
う。

⑵　中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株
主で、その者の株式の譲渡又は贈与直前の議決権の数がその会社の議決権総数
の 5 ％未満であるもの（課税時期において評価会社の役員（社長、理事長並び
に法人税法施行令第 71 条第 1 項第 1 号、第 2 号及び第 4 号に掲げる者をいう。
以下この項において同じ。）である者及び課税時期の翌日から法定申告期限まで
の間に役員となる者を除く。）の譲渡又は贈与した株式

この場合における「中心的な同族株主」とは、譲渡又は贈与直前において同
族株主の 1 人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び 1 親等の姻族

（これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計
数がその会社の議決権総数の 25 ％以上である会社を含む。）の有する議決権の
合計数がその会社の議決権総数の25％以上である場合におけるその株主をいう。

⑶　同族株主のいない会社の株主のうち、譲渡又は贈与直前において株主の 1 人
及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の 15 ％
未満である場合におけるその株主の譲渡又は贈与した株式

⑷　中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、譲渡又は
贈与直前において株主の 1 人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がそ
の会社の議決権総数の 15 ％以上である場合におけるその株主で、その者の株式
の譲渡又は贈与直前の議決権の数がその会社の議決権総数の 5 ％未満であるも
の（⑵の役員である者及び役員となる者を除く。）の譲渡又は贈与した株式

この場合における「中心的な株主」とは、譲渡又は贈与直前において株主の 1
人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の 15 ％
以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決



所得税法編　　277

権総数の 10 ％以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をい
う。

（投資育成会社が株主である場合の同族株主等）
188-6　188《同族株主以外の株主等が取得した株式》の⑴から⑷までについては、

評価会社の株主のうちに投資育成会社（中小企業投資育成株式会社法（昭和 38 年
法律第 101 号）に基づいて設立された中小企業投資育成株式会社をいう。以下こ
の項において同じ。）があるときは、次による。
⑴　当該投資育成会社が同族株主（188《同族株主以外の株主等が取得した株式》

の⑴に定める同族株主をいう。以下同じ。）に該当し、かつ、当該投資育成会社
以外に同族株主に該当する株主がいない場合には、当該投資育成会社は同族株
主に該当しないものとして適用する。

⑵　当該投資育成会社が、中心的な同族株主（188《同族株主以外の株主等が取得
した株式》の⑵に定める中心的な同族株主をいう。以下⑵において同じ。）又は
中心的な株主（188《同族株主以外の株主等が取得した株式》の⑷に定める中心
的な株主をいう。以下⑵において同じ。）に該当し、かつ、当該投資育成会社以
外に中心的な同族株主又は中心的な株主に該当する株主がいない場合には、当
該投資育成会社は中心的な同族株主又は中心的な株主に該当しないものとして
適用する。

⑶　上記⑴及び⑵において、評価会社の議決権総数からその投資育成会社の有す
る評価会社の議決権の数を控除した数をその評価会社の議決権総数とした場合
に同族株主に該当することとなる者があるときは、その同族株主に該当するこ
ととなる者以外の株主が譲渡又は贈与した株式については、上記⑴及び⑵にか
かわらず、188《同族株主以外の株主等が取得した株式》の「同族株主以外の株
主等が譲渡又は贈与した株式」に該当するものとする。

（注）　上記⑶の「議決権総数」及び「議決権の数」には、188-5《種類株式がある場合
の議決権総数等》の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に
係る議決権の数」を含めるものとする。

（比準要素数 1 の会社の株式の評価）
189-2　189《特定の評価会社の株式》の⑴の「比準要素数 1 の会社の株式」の価額

は、185《純資産価額》の本文の定めにより計算した 1 株当たりの純資産価額（相
続税評価額によって計算した金額）によって評価する（この場合における 1 株当
たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）は、譲渡又は贈与直前
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において、当該株式を譲渡又は贈与した個人とその同族関係者の有する当該株式
に係る議決権の合計数が比準要素数 1 の会社の 185《純資産価額》のただし書に定
める議決権総数の 50 ％以下であるときには、同項の本文の定めにより計算した 1
株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）を基に同項のただ
し書の定めにより計算した金額とする。）。ただし、上記の比準要素数 1 の会社の
株式の価額は、納税義務者の選択により、L を 0.25 として、179《取引相場のない
株式の評価の原則》の⑵の算式により計算した金額によって評価することができ
る（この場合における当該算式中の 1 株当たりの純資産価額（相続税評価額によっ
て計算した金額）は、本項本文かっこ書と同様とする。）。

なお、当該株式が 188《同族株主以外の株主等が取得した株式》に定める同族株
主以外の株主等が譲渡又は贈与した株式に該当する場合には、その株式の価額は、
188-2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》の本文の定めにより計算し
た金額（この金額が本項本文又はただし書の定めによって評価するものとして計
算した金額を超える場合には、本項本文又はただし書（納税義務者が選択した場
合に限る。）の定めにより計算した金額）によって評価する。

（注）　上記の「議決権の合計数」には、188-5《種類株式がある場合の議決権総数等》の
「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含め
るものとする。189-3《株式等保有特定会社の株式の評価》及び 189-4《土地保有特定会
社の株式又は開業後 3 年未満の会社等の株式の評価》においても同様とする。

（株式等保有特定会社の株式の評価）
189-3　189《特定の評価会社の株式》の⑵の「株式等保有特定会社の株式」の価額

は、185《純資産価額》の本文の定めにより計算した 1 株当たりの純資産価額（相
続税評価額によって計算した金額）によって評価する。この場合における当該 1
株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）は、譲渡又は贈与
直前において、当該株式を譲渡又は贈与した個人とその同族関係者の有する当該
株式に係る議決権の合計数が株式等保有特定会社の 185《純資産価額》のただし書
に定める議決権総数の 50 ％以下であるときには、上記により計算した 1 株当たり
の純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）を基に同項のただし書の定
めにより計算した金額とする。ただし、上記の株式等保有特定会社の株式の価額
は、納税義務者の選択により、次の⑴の「S1 の金額」と⑵の「S2 の金額」との合
計額によって評価することができる。

なお、当該株式が 188《同族株主以外の株主等が取得した株式》に定める同族株
主以外の株主等が譲渡又は贈与した株式に該当する場合には、その株式の価額は、
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188-2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》の本文の定めにより計算し
た金額（この金額が本項本文又はただし書の定めによって評価するものとして計
算した金額を超える場合には、本項本文又はただし書（納税義務者が選択した場
合に限る。）の定めにより計算した金額）によって評価する。

【以下省略】

（土地保有特定会社の株式又は開業後 3 年未満の会社等の株式の評価）
189-4　189《特定の評価会社の株式》の⑶の「土地保有特定会社の株式」又は同項

の⑷の「開業後 3 年未満の会社等の株式」の価額は、185《純資産価額》の本文の
定めにより計算した 1 株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金
額）によって評価する。この場合における当該各株式の 1 株当たりの純資産価額

（相続税評価額によって計算した金額）については、それぞれ、譲渡又は贈与直前
において、当該株式を譲渡又は贈与した個人とその同族関係者の有する当該株式
に係る議決権の合計数が土地保有特定会社又は開業後 3 年未満の会社等の 185《純
資産価額》のただし書に定める議決権総数の 50 ％以下であるときは、上記により
計算した 1 株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）を基に
同項のただし書の定めにより計算した金額とする。

なお、当該各株式が 188《同族株主以外の株主等が取得した株式》に定める同族
株主以外の株主等が譲渡又は贈与した株式に該当する場合には、その株式の価額
は、188-2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》の本文の定めにより計
算した金額（この金額が本項本文の定めによって評価するものとして計算した金
額を超える場合には、本項本文の定めにより計算した金額）によって評価する。

（参考 2）

○　令和 2 年 3 月 24 日付最高裁判決（抜粋）

・　「所得税法 59 条 1 項所定の『その時における価額』につき、所得税基本通達
59-6 は、譲渡所得の基因となった資産が取引相場のない株式である場合には、同
通達 59-6 の⑴～⑷によることを条件に評価通達の例により算定した価額とする旨
を定める。…（中略）…本件のような株式の譲渡に係る譲渡所得に対する課税にお
いては、当該譲渡における譲受人の会社への支配力の程度は、譲渡人の下に生じ
ている増加益の額に影響を及ぼすものではないのであって、前記の譲渡所得に対
する課税の趣旨に照らせば、譲渡人の会社への支配力の程度に応じた評価方法を
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用いるべきものと解される。そうすると、譲渡所得に対する課税の場面において
は、相続税や贈与税の課税の場面を前提とする評価通達の前記の定めをそのまま
用いることはできず、所得税法の趣旨に則し、その差異に応じた取扱いがされる
べきである。所得税基本通達 59-6 は、取引相場のない株式の評価につき、少数株
主に該当するか否かの判断の前提となる「同族株主」に該当するかどうかは株式
を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定するこ
と等を条件に、評価通達の例により算定した価額とする旨を定めているところ、
この定めは、上記のとおり、譲渡所得に対する課税と相続税等との性質の差異に
応じた取扱いをすることとし、少数株主に該当するか否かについても当該株式を
譲渡した株主について判断すべきことをいう趣旨のものということができる。」

・　（裁判官補足意見）「所得税基本通達 59-6 は、評価通達の「例により」算定する
ものと定めているので、相続税と譲渡所得に関する課税の性質の相違に応じた読
替えをすることを想定しており、このような読替えをすることは、そもそも、所
得税基本通達の文理にも反しているとはいえないと考える。もっとも、租税法律
主義は課税要件明確主義も内容とするものであり、所得税法に基づく課税処分に
ついて、相続税法に関する通達の読替えを行うという方法が、国民にとって分か
りにくいことは否定できない。課税に関する予見可能性の点についての原審の判
示及び被上告人らの主張には首肯できる面があり、より理解しやすい仕組みへの
改善がされることが望ましいと思われる。」

・　（裁判官補足意見）「所得税法適用のための通達の作成に当たり、相続税法適用
のための通達を借用し、しかもその借用を具体的にどのように行うかを必ずしも
個別に明記しないという所得税基本通達 59-6 で採られている通達作成手法には、
通達の内容を分かりにくいものにしているという点において問題があるといわざ
るを得ない。本件は、そのような通達作成手法の問題点が顕在化した事案であっ
たということができる。租税法の通達は課税庁の公的見解の表示として広く国民
に受け入れられ、納税者の指針とされていることを踏まえるならば、そのような
通達作成手法については、分かりやすさという観点から改善が望まれることはい
うまでもない。」
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別 紙

新　旧　対　照　表

「所得税基本通達の制定について」（法令解釈通達）
 （注）アンダーラインを付した箇所が改正部分である。

改　正　後 改　正　前

法第 59条《贈与等の場合の譲渡所得等
の特例》関係

法第 59条《贈与等の場合の譲渡所得等
の特例》関係

（株式等を贈与等した場合の「その時に
おける価額」）

（株式等を贈与等した場合の「その時に
おける価額」）

59-6　法第 59 条第 1 項の規定の適用に
当たって、譲渡所得の基因となる資産
が株式（株主又は投資主となる権利、
株式の割当てを受ける権利、新株予約
権（新投資口予約権を含む。以下この
項において同じ。）及び新株予約権の
割当てを受ける権利を含む。以下この
項において同じ。）である場合の同項
に規定する「その時における価額」
は、23 ～35 共 -9 に準じて算定した
価額による。この場合、23 ～ 35 共 -9
の⑷ニに定める「1 株又は 1 口当たり
の純資産価額等を参酌して通常取引さ
れると認められる価額」については、
原則として、次によることを条件に、
昭和 39 年 4 月 25 日付直資 56・直審

（資）17「財産評価基本通達」（法令解
釈通達）の 178 から 189-7 まで《取引
相場のない株式の評価》の例により算
定した価額とする。

59-6　法第 59 条第 1 項の規定の適用に
当たって、譲渡所得の基因となる資産
が株式（株主又は投資主となる権利、
株式の割当てを受ける権利、新株予約
権（新投資口予約権を含む。以下この
項において同じ。）及び新株予約権の
割当てを受ける権利を含む。以下この
項において同じ。）である場合の同項
に規定する「その時における価額」と
は、23 ～ 35 共 -9 に準じて算定した価
額による。この場合、23 ～ 35 共 -9 の
⑷ニに定める「1株又は 1 口当たりの
純資産価額等を参酌して通常取引され
ると認められる価額」とは、原則とし
て、次によることを条件に、昭和 39
年 4 月 25 日付直資 56・直審（資）17

「財産評価基本通達」（法令解釈通達）
の 178 から 189-7 まで《取引相場のな
い株式の評価》の例により算定した価
額とする。
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改　正　後 改　正　前
⑴　財産評価基本通達 178、188、188-

6、189-2、189-3 及び 189-4 中「取
得した株式」とあるのは「譲渡又は
贈与した株式」と、同通達 185、
189-2、189-3 及び 189-4 中「株式の
取得者」とあるのは「株式を譲渡又
は贈与した個人」と、同通達 188 中

「株式取得後」とあるのは「株式の
譲渡又は贈与直前」とそれぞれ読み
替えるほか、読み替えた後の同通達
185 た だ し 書、189-2、189-3 又 は
189-4 において株式を譲渡又は贈与
した個人とその同族関係者の有する
議決権の合計数が評価する会社の議
決権総数の 50 ％以下である場合に
該当するかどうか及び読み替えた後
の同通達188 の⑴から⑷までに定め
る株式に該当するかどうかは、株式
の譲渡又は贈与直前の議決権の数に
より判定すること。

⑴　財産評価基本通達 188 の⑴に定め
る「同族株主」に該当するかどうか
は、株式を譲渡又は贈与した個人の
当該譲渡又は贈与直前の議決権の数
により判定すること。

⑵　当該株式の価額につき財産評価基
本通達179 の例により算定する場合

（同通達 189-3 の⑴において同通達
179 に準じて算定する場合を含む。）
において、当該株式を譲渡又は贈与
した個人が当該譲渡又は贈与直前に
当該株式の発行会社にとって同通達
188 の⑵に定める「中心的な同族株
主」に該当するときは、当該発行会
社は常に同通達 178 に定める「小会
社」に該当するものとしてその例に
よること。

⑵　当該株式の価額につき財産評価基
本通達179 の例により算定する場合

（同通達 189-3 の⑴において同通達
179 に準じて算定する場合を含む。）
において、株式を譲渡又は贈与した
個人が当該株式の発行会社にとって
同通達 188 の⑵に定める「中心的な
同族株主」に該当するときは、当該
発行会社は常に同通達 178 に定める

「小会社」に該当するものとしてそ
の例によること。
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改　正　後 改　正　前
⑶　当該株式の発行会社が土地（土地

の上に存する権利を含む。）又は金
融商品取引所に上場されている有価
証券を有しているときは、財産評価
基本通達 185 の本文に定める「1 株
当たりの純資産価額（相続税評価額
によって計算した金額）」の計算に
当たり、これらの資産については、
当該譲渡又は贈与の時における価額
によること。

⑷　財産評価基本通達 185 の本文に定
める「1 株当たりの純資産価額（相
続税評価額によって計算した金額）」
の計算に当たり、同通達 186-2 によ
り計算した評価差額に対する法人税
額等に相当する金額は控除しないこ
と。

⑶　同左

⑷　同左
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 令和 2 年 8 月 28 日
 国　  　税　  　庁

「所得税基本通達の制定について」（法令解釈通達）の一部改正（案）（所得税基本通達
59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》）に対する意見募集の結果に
ついて

「所得税基本通達の制定について」（法令解釈通達）の一部改正（案）については、令和
2 年 6 月 30 日から令和 2 年 7 月 30 日までホームページ等を通じて意見募集を行ったと
ころ、7 通の御意見をいただきました。

御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。
お寄せいただいた御意見の概要及び御意見に対する国税庁の考え方は別紙のとおりであ

り、原案からの修正はありません。

1 　御意見の提出状況
○インターネットによるもの 7 通
○ FAX によるもの 0 通
○郵便等によるもの 0 通
　　　合　　計 7 通

2　御意見の概要及び御意見に対する国税庁の考え方
　　（別紙参照）
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番号 御意見の概要 御意見に対する国税庁の考え方
1 通達改正案では、本件通達本文中
「原則として」との部分は改められて
いないが、この規定のままでは、い
かなる場合に評基通の例によること
ができないのかが判然としない（明
確ではない。）。
文言上は有価証券の評価損に関す
る規定ではあるが、取引相場のない
株式の価額に関する法基通 9-1-14
も、評基通を「借用」している。こ
の法基通では、「課税上の弊害」があ
る場合には評基通の例によることが
できない旨規定しており、本件通達
よりも一歩踏み込んだ表現となって
いる。
本件通達も法基通に倣い、「原則と
して」との部分を「課税上弊害がな
い限り」に改めるべきではないか。
これによって、裁判官補足意見で触
れられた「課税要件明確主義」の要
請にも応えるものになる。
なお、上記で述べたとおり、法基
通も評基通を「借用」し、かつ、現
行の本件通達と同様、必要な読み替
え規定がない。本件通達を改正する
ならば、法基通もあわせて改正すべ
きではないか。

御意見として承ります。
本件通達において、「1株又は 1口

当たりの純資産価額等を参酌して通
常取引されると認められる価額」に
ついて、原則として、一定の条件の
下、評基通の例により算定した価額
とすることとしているのは、取引相
場のない株式の取引実態等に鑑み、
評基通の例により算定した価額とす
ることが最も妥当であると考えられ
たことによるものです。しかしなが
ら、純然たる第三者間において、種々
の経済性を考慮して決定された価額
（時価）により取引されたと認められ
るような場合まで評基通の例により
算定した価額によることは相当では
ないことから、このような場合には
評基通の例により算定した価額にし
ないことにしています。
そして、法人税については、その

有する取引相場のない株式の時価の
算定方法は様々なものがあることか
ら、法基通 9-1-13 ⑷の「1 株当た
りの純資産価額等を参酌して通常取
引されると認められる価額」につい
て原則的な算定方法は定めておりま
せん。一方で、評基通に定める評価
方法については実務上定着している
ことから、法基通 9-1-14 において、
一定の条件の下、その期末時価を評
基通の例によって算定した価額によ
ることについて、課税上の弊害がな

（別紙）
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番号 御意見の概要 御意見に対する国税庁の考え方
い限り認めることとしています。
上記のとおり、本件通達は原則と

なる算定方法を定めており、法人税
とは当該価額の算定方法の定め方が
異なることから、本件通達の「原則
として」の部分を法基通 9-1-14 に
倣って「課税上弊害がない限り」に
改める必要はないと考えます。
なお、法基通 9-1-14 は、法人が

有する取引相場のない株式の事業年
度終了の時における価額の算定に係
る取扱いであり、当該株式を譲渡す
る時の価額の算定に係る取扱いでは
ないため、この通達を改正する必要
はないものと考えます。

2 令和 2 年 3 月 24 日付最高裁第三
小法廷判決を受けて本件通達を改正
することとされ、表現が明確化され
る点は評価される。
なお、本件通達には一層の表現の
明確化が望まれる点があると考える。
通達改正案では、本件通達の⑵に
規定される株式の価額を評基通 179
の例により算定する場合には、「当該
株式を譲渡又は贈与した個人が当該
譲渡又は贈与直前に当該株式の発行
会社にとって同通達 188 の⑵に定め
る『中心的な同族株主』に該当する
とき」は「『小会社』に該当するもの
としてその例によること」とされて
いる。ここで、「『小会社』に該当す
るものとしてその例によること」と
は、株式の価額を算定するに当た

御意見については、本件通達の⑵
の文理上明らかであるため、明確化
の必要はないものと考えます。
本件通達の⑵は、「中心的な同族株

主」の有する株式については「常に
同通達 178 に定める『小会社』に該
当するものとしてその例によること」
としているように、「小会社」の評価
方式である「純資産価額方式」又は
選択により「類似業種比準方式と純
資産価額方式との併用方式（Lを 0.5
として計算）」によって評価すること
を定めたものです（Lを、実際の会社
規模に応じたものにするものではあ
りません。）。
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番号 御意見の概要 御意見に対する国税庁の考え方
り、小会社について定める評基通
179 ⑶の、純資産価額方式と、純資
産価額方式と類似業種比準価額方式
の折衷方式（以下、単に「折衷方式」
という。）の選択を納税義務者に認め
てその際の L の割合を 0.5 とする旨
を定める全文が適用されることをい
うのか、又は、純資産価額方式と折
衷方式の選択を認める部分だけを指
し、Lの割合として適用する数値は評
基通 179 の全体により実際の会社規
模に応じて都度判断することをいう
のか、が必ずしも明確ではないと考
える。また、法基通 2-3-4 は、同通
達 4-1-6 の⑴の取扱い（評基通 179
の例により算定する場合）を準用し
ているが、譲渡した法人が「中心的
な同族株主」に該当した場合なのか、
取得した法人が「中心的な同族株主」
に該当した場合なのか、についても
必ずしも明確ではないと考える。

なお、法基通 2-3-4 は、法人の有
する有価証券の譲渡をした場合にお
いて、法人税法第 61 条の 2 第 1 項
第 1号に規定する「その有価証券の
譲渡の時における有償によるその有
価証券の譲渡により通常得べき対価
の額」の算定に当たり、法基通
4-1-6 等の取扱いを準用するもので
す。譲渡法人が譲渡する有価証券の
「通常得べき対価の額」の算定である
ことから、譲渡法人が「中心的な同
族株主」に該当した場合の取扱いで
あることは、同号の文理上明らかで
あると考えます。

3 今回の通達改正では、本件通達の
⑴の条件に係る現行の取扱いがより
明確になるように見直しが行われる
とのことだが、同通達の⑵の条件に
係る、類似業種比準価額の計算上、
乗じる斟酌割合（評基通 180）につ
いても、現行の取扱いがより明確に
なるよう通達の見直しを要望する。

御意見については、本件通達の⑵
の文理上明らかであるため、通達の
見直しの必要はないものと考えます。
本件通達の⑵は、「財産評価基本通

達 179 の例により算定する場合にお
いて」としていることから、評基通
179 の適用に当たっての取扱いにな
ります。したがって類似業種比準価
額の計算上、乗じる斟酌割合（評基
通 180）については、評価会社が大
会社の場合は 0.7、中会社の場合は
0.6、小会社の場合は0.5になります。
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番号 御意見の概要 御意見に対する国税庁の考え方
なお、今後国税庁ホームページに上
記取扱いの解説を掲載する予定です。

4 譲渡又は贈与に係る株式の発行会
社の株式を純資産価額方式で評価す
る場合において、当該発行会社が子
会社等の株式を有しており、当該発
行会社が当該子会社等の「中心的な
同族株主」に該当するときには、本
件通達の⑵の取扱いに準じて、当該
子会社等が評基通 178 に定める「小
会社」に該当するものとしてその例
により当該子会社等の株式を評価す
ることを明らかにしていただきたい。

御意見として承ります。
なお、本件通達の趣旨に鑑みると、

御意見のとおり評価することになる
と考えます。
おって、今後国税庁ホームページ

に上記取扱いの解説を掲載する予定
です。

5 譲渡又は贈与に係る株式を純資産
価額方式で評価する場合に、当該株
式の発行会社が有する子会社等の株
式を純資産価額方式により評価する
ときにおいても、当該子会社等が有
する土地等又は上場有価証券につい
て、本件通達の⑶に準じて譲渡又は
贈与の時における価額によることを
明らかにしていただきたい。

御意見として承ります。
なお、本件通達の趣旨に鑑みると、

御意見のとおり譲渡又は贈与の時に
おける価額によると考えます。
おって、今後国税庁ホームページ

に上記取扱いの解説を掲載する予定
です。

6 株式を譲渡する者と相続や贈与に
より株式を取得した者では、その株
式の価値（時価）は異なるのが当然
である。
譲渡することによる所得に課税す
るものと、財産を取得したことによ
る利益に対する課税の違いから判断
すべきであり今回の通達改正は、そ
の点を明確にするものであるが、よ
り分かりやすく譲渡する場合の株主
判定及び価額判定は譲渡者で行う旨
規定できないか。

御意見として承ります。
なお、今後国税庁ホームページに

改正事項の趣旨や本件通達により読
み替えた後の評基通等を掲載する予
定です。
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（参考）1　「御意見の概要」欄及び「御意見に対する国税庁の考え方」欄では、所得税基
本通達 59-6 を「本件通達」と、財産評価基本通達を「評基通」と、法人税基本
通達を「法基通」と表記しております。

　　　 2　「御意見の概要」欄は、重複した御意見を取りまとめた上で、要約したものを
掲載しております。

番号 御意見の概要 御意見に対する国税庁の考え方
7 評基通は非支配株主が取得する株

式の評価についていわゆる配当還元
方式を採用している（評基通 188-
2）。そして、本件通達は、改正案に
おいても、評基通 188-2 による配当
還元方式をなんらの調整を行うこと
なく適用している。所得税課税にあっ
ては、非支配株主が行う譲渡につい
ての「その時における価額」の算定
における配当還元方式の還元率は、
例えば、「前年の特例基準割合（各年
の前々年の 10 月から前年の 9月ま
での各月における銀行の新規の短期
貸出約定平均金利の合計を 12で除し
て得た割合として各年の前年の 12月
15 日までに財務大臣が告示する割
合）に 3 ％を加算した割合とする」
といったような補正をすべきではな
いか。

本改正は、本件通達の現行の取扱
いがより明確になるよう、同通達の
改正をするものであり、ご意見につ
いては、本改正の内容には直接関係
がないものと考えます。
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Q2-18　個人事業者の廃業に伴う事業用資産の取扱い（会
計検査院指摘事項）

「会計検査院指摘事項」個人事業者の廃業に伴う事業用資産の取扱いに
ついて教えてください。

Answer
下記の資料が参考になります。

【解説】

令和元年分　消費税関係誤りやすい事項　その 1 個人事業者の廃業に伴う
事業用資産の取扱い関係 
福山税務署研修（2020 年 1 月 16 日）令和元年分消費税関係誤りやすい事
項より。 

「個人事業者の廃業に伴う事業用資産の取扱い」
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消費税の申告審理等において事業廃止届出書、所得税青色申告決算書等を有効に活
用することなどにより、事業の廃止時において棚卸資産以外の資産を保有している
個人事業者を的確に把握して当該資産のみなし譲渡について、適正な課税を行うよ
う改善させたもの

指摘の背景となった事業の廃止時に保有していた棚卸資産以外の資産の未償却残
高の合計額が 100 万円以上となっていた個人事業者のうち、みなし譲渡として適正

に課税されていない
蓋然性が高い状況となっていた棚卸資産以外の資産を保有していた

個人事業者に係る当該資産の未償却残高の合計額（収入）　11 億 8542 万円
1 　制度の概要
⑴　みなし譲渡における課税の概要

消費税法によれば、課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を
得て行う資産の譲渡等とされているが、個人事業者が棚卸資産及び棚卸資産以
外の資産で事業の用に供していたもの（事業用資産）を家事のために消費し、
又は使用した場合、当該消費又は使用については事業として対価を得て行われ
た資産の譲渡とみなす（みなし譲渡）こととされている。そして、個人事業者
の事業の廃止時においても、事業の廃止に伴い事業の用に供する資産に該当し
なくなった事業用資産は、原則として、事業の廃止時において、家事のために
消費し、又は使用したものとし、みなし譲渡したものとして取り扱うこととさ
れている。

また、みなし譲渡の場合における消費税の課税標準については、事業の廃止
時におけるその資産の価額に相当する金額を対価の額とみなすこととされ、当
該金額が消費税の課税標準額に計上されることとされている。なお、財務省に
よれば、棚卸資産以外の資産の消費税の課税標準額に計上する資産の価額に相
当する金額は、原則として、当該資産の時価になるが、資産の状況等によって
は未償却残高も一つの指標となり得るとされている。

⑵　個人事業者における所得税の申告
所得税は、所得税法に基づいて、課税所得の範囲、税額の計算の方法等が定

められており、事業所得及び不動産所得の金額は、それぞれ総収入金額から必
要経費を差し引いた金額とすることとなっている。この必要経費は、事業の用
に供されている棚卸資産以外の資産に係る減価償却費等の金額とすることと
なっている。そして、申告に当たっては、総収入金額及び必要経費の内容のほ
かに棚卸資産以外の資産の未償却残高等の金額を記載した所得税青色申告決算
書又は収支内訳書（決算書等）を確定申告書に添付することとなっている。
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⑶　個人事業者が事業を廃止した場合の手続及び税務署における事務処理
所得税法、消費税法等によれば、個人事業者が事業を廃止した場合は、事業

を廃止した日等を記載した「個人事業の開業・廃業等届出書」及び「事業廃止
届出書」（これらを「廃業届出書等」）を税務署に提出することとされている。
なお、個人事業者が廃業届出書等を提出したとしても、棚卸資産が存在する期
間は、一般的に事業を廃止したことにならないとしている。

また、国税庁が各局署の事務担当者に体系的な理解を与え、事務処理の適正、
効率化を図ることを目的として事務処理手続を定めた個人課税事務提要によれ
ば、廃業届出書等は、税務署の総務課又は管理運営部門において収受し、申告
審理等を行う個人課税部門に引き継ぎ、同部門において各年分別等にとじて保
管することとされている。そして、廃業届出書等は、所得税及び消費税に係る
各種説明会の案内や申告書等の発送の要否の確認等のために活用することにし
ている。

⑷　事業者への消費税に関する周知状況
同庁は、事業者に対して、納付税額の計算方法、課税の対象、納税義務者の

判定、課税標準額等の消費税の基本的な仕組みを理解してもらうために、法令
改正等の内容を適宜織り込んだ冊子等を作成して、税務署の窓口における備付
けや各種説明会における配布を行うなどしたり、質疑応答例を同庁のホームペー
ジに掲載したりしている。

2 　検査の結果
⑴　事業の廃止時における個人事業者に係る棚卸資産以外の資産の保有状況及び

消費税の課税状況
平成 27 年から 29 年までに事業を廃止した個人事業者 851 人の決算書等によ

ると、事業の廃止時に事業の用に供する資産に該当しなくなった棚卸資産以外の
資産を保有していた者は、703 人（未償却残髙計 15 億 0201 万円）となっていた。

そこで、決算書等により把握が可能な未償却残高を指標として、上記 703 人
のうち、事業の廃止時に保有していた棚卸資産以外の資産の未償却残高の合計
額が 100 万円以上となっていた者 349 人（未償却残高計 13 億 7098 万円）につ
いて、当該資産の未償却残高を消費税の課税標準額に計上しているかについて
確認した。その結果、305 人（未償却残高計 11 億 8542 万円）については、所得
税の確定申告書等における事業所得等の総収入金額のうち課税売上げとなる金
額が消費税の確定申告書等における課税標準額と同額となるなどしていて、棚
卸資産以外の資産の未償却残高を消費税の課税標準額に計上していることが確
認できなかった。したがって、上記の 305 人が事業の廃止時に保有していた棚
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卸資産以外の資産は、みなし譲渡したものとして適正に課税されていない蓋然
性が高い状況となっていた。

⑵　国税局等への指導状況及び税務署における申告内容の確認状況
同庁は、前記のとおり、個人課税事務提要において局署の事務処理手続を定

めているが、その中で個人事業者が事業を廃止した場合の棚卸資産以外の資産
のみなし譲渡の確認方法等を定めていないことなどから、同庁は国税局等に対
して通知等により指導を行っていなかった。そのため、税務署では個人事業者
が事業を廃止した場合に提出する廃業届出書等、決算書等を有効に活用するな
どして、棚卸資産以外の資産のみなし譲渡の確認を十分に行っていなかった。

⑶　個人事業者への消費税に関する周知状況
同庁は、前記のとおり、消費税に関する周知について、冊子等を作成するな

どしたり、質疑応答例を同庁のホームページに掲載したりしている。しかし、
個人事業者が事業を廃止した場合における棚卸資産以外の資産のみなし譲渡の
取扱いについては記載等がなく、個人事業者に対して周知が図られていない状
況となっていた。

このように、事業の廃止時に保有していた棚卸資産以外の資産は、みなし譲
渡したものとして適正に課税されていない蓋然性が高い状況となっていたのに、
個人事業者が事業を廃止した場合の棚卸資産以外の資産のみなし譲渡の確認方
法等を定めていなかったため、廃業届出書等、決算書等を有効に活用するなど
して棚卸資産以外の資産のみなし譲渡の確認が十分に行われていなかった事態、
事業の廃止時に保有していた棚卸資産以外の資産は、みなし譲渡したものとし
て消費税の課税の対象となることについて、事業を廃止した個人事業者に対し
て周知が図られていなかった事態は適切とは認められず、改苦の必要があると
認められた。

3 　国税庁が講じた改善の処置
同庁は、次のような処置を講じた。

ア　事業廃止届出書、決算書等を消費税の申告審理等に活用することとする手続
を定めるとともに、国税局等に対して、事業廃止届出書、決算書等を有効に活
用するなどして棚卸資産以外の資産のみなし譲渡の確認を行うことができるよ
う、令和元年 9 月に事務連絡を発し、各種会議により周知した。

イ　個人事業者が事業を廃止した場合に、事業の廃止時に保有していた棚卸資産
以外の資産は、みなし譲渡したものとして消費税の課税の対象となることにつ
いて、事業廃止届出書にその説明を記載したり、質疑応答例を同庁のホームペー
ジに掲載したりするなどして、同月に個人事業者へ周知した。
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Q2-19　個人事業者の廃業に伴う事業用資産の取扱い（当
局見解）

個人事業者の廃業に伴う事業用資産の取扱いについて当局の見解を教え
てください。

Answer
下記です。

【解説】

消事例 3013　第 1　課税範囲　1-13　個人事業者の廃業に伴う事業用資産
の取扱い　消費税審理事例検索システム　（平成 12 年）国税庁消費税課

（TAINZ コード　消費事例 003013）

第 1　課税範囲
1-13　個人事業者の廃業に伴う事業用資産の取扱い

〔問〕 
　個人事業者が事業を廃止したときにおいて、事業用として所有する資産
は、事業の廃止と同時に家事のために消費又は使用したものとして、みな
し譲渡の適用があるか。

〔答〕
事業用資産はそれを直接家事のために使用している事実がない場合であって

も、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点で家事のために消費
又は使用したものとして取り扱う。

（注）　なお、個人事業者において棚卸資産が存在する期間においては一般的に
事業を廃止したとは認められない。
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Q2-20　個人事業者の廃業とみなし譲渡の関係

個人事業者の廃業とみなし譲渡の課税関係について教えてください。

Answer
下記が参考になります。

【解説】

東京地方税理士会税務相談事例 Q ＆ A0030　消費税　個人事業者の廃業
とみなし譲渡の関係【東京地方税理士会ホームページ（会員専用ページ）　
平成 24 年 7 月掲載】（TAINZ コード　消費事例東地会 020030）

個人事業者の廃業とみなし譲渡の関係

〔質問〕
個人事業者が廃業して 1 年ほどしてから店舗と駐車場を賃貸の用に供しまし

た。
消費税法 4 条 4 項 1 号の規定により、みなし課税の対象となるのでしょう

か。
〔回答〕

個人事業者が事業用資産を家事使用した場合には、みなし譲渡の規定によ
り、その資産の時価を売上計上することとされています（消法 4 ①一、28 ②一）。

ご質問のケースは、事業用資産を家事使用したわけではありませんので、み
なし譲渡の規定は適用されないものと思われます。

ただし、基準期間における課税売上高又は特定期間中の課税売上高と給与等
の支払額のいずれもが 1,000 万円を超える場合には、廃業後の賃貸であっても
その賃貸収入については申告義務がありますのでご注意ください（消法 5 ①、9

①②、9 の 2 ①～③）。
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ところで、個人事業者が廃業時に所有する事業用資産については、直接家事
のために消費又は使用した事実がない場合であっても、事業の廃止に伴い事業
用資産に該当しなくなった時点において、みなし課税の対象として取り扱うと
いう文献があります（消費税実例回答集 7 訂版 156 ／税務研究会出版局）。

この取扱いの意図するところは、事業用資産について、廃業前の譲渡と廃業
後の譲渡で課税上の均衡を図るためのものと思われますが、法令や通達に明記
されているものではありません。

したがって、廃業時に所有する事業用資産について、問答無用にみなし課税
の対象とするような課税処分は許されないものと考えます。

更に付言すれば、本事例は所得税法上の廃業には該当するものの、消費税の
世界では事業用資産を賃貸する可能性は残っていたわけですから、そもそもが
廃業には該当せず、上記文献の事例にも該当しないものと思われます。

Q2-21　事業と家事の共通用として購入する自動車（当局
見解）

事業と家事の共通用として購入する自動車について当局の見解を教えて
ください。

Answer
下記です。

【解説】

消事例 3907　第 10　仕入税額控除　10-67　事業と家事の共通用として購
入する自動車　消費税審理事例検索システム　（平成 12 年）国税庁消費税
課（TAINZ コード　消費事例 003907）

第 10　仕入税額控除
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はじめに

　みなし配当は課税実務では頻繁に生じる事項ではなくイメージしずらい、と
の声が多く聞かれます。このため、本書では章ごと、Q&A ごとに単独で、ピ
ンポイントで参照できるよう構成を工夫しています。この性格から、通しで読
むと、説明が重複します。イメージをつかんでもらうため、意図的にそうして
います。

　本書の特色は、みなし配当に係る課税実務で中小・零細企業で登場するケー
スを網羅したことです。スピンオフ税制（株式分配）等、中小・零細企業では
事実上利用しない制度は意図的に詳細を割愛しています。また、筆者の従来の
書籍と同様、中小・零細企業実務を前提とした「留意点・盲点の総おさらい
や、レアケースについての記述」に重点を置いています。
　中小・零細企業実務においては、本書の内容では自己株式取得、残余財産分
配等がメインの内容になると考えます。課税実務では税務上適正株価、それか
ら逸脱した場合の課税関係としてみなし贈与等の付随論点が生じます。これら
については下記拙著を適宜ご参照ください。
　・税務上適正株価について
　　拙著『Q&A 非上場株式の評価と戦略的活用スキーム』（ロギカ書房　2019

年）

　・反射としての課税関係につき代表的なものとしてみなし贈与があります
が、これについて

　　拙著『みなし贈与のすべて』（ロギカ書房　2018年）

　弊所伊藤俊一税理士事務所は、主に中小企業・零細企業の事業承継、資本戦
略、組織再編成、M&A、相続対策等々に係るご質問に特化した「コンサル質
問会」（主催：株式会社 KACHIEL（カチエル））及び通常の課税実務に係る質問
会「専門家のための税務 SOS」（事務局：株式会社バレーフィールド）のご回答、
及び複数社の会計事務所、税理士法人様の上記に係る顧問業務を取り扱ってい



ます。

　本書の Q&A は上記の「実際に税理士等士業様」からご質問・ご相談を受け
た事項を分類し直し、回答を「中小・零細企業実務に直結」という視点で、再
編集したものです。本書の性格上、上記理由から極めて実践的な書籍になった
ものと思われます。

　類書においても、本書の目次の項目に係る「基本的な課税関係」や「（法務

等含めた）諸手続きについては網羅されている節があります。当然、そういっ
た網羅性を重視した「教科書」も必要であることは否定していません。
　しかし、課税実務では、税務上の基本的な取扱いは理解できたとしても、実
践的な事例がないと具体的なイメージがつかず、申告調整や各種税額シミュ
レーションができないのが事実です。そこで、本書では、「ノウハウ」「アイ
ディア」「知恵・創意工夫」といったものを現場のコンサルティングでの所感
を踏まえながら、執筆しました。

　本書の大きな特徴は、以下の点に集約されます。
　・章ごと、Q&A ごとに単独構成にしています。そのため、通しで読み始め

ると重複する箇所が多数ありますが意図的にそうしています。イメージを
つかんでほしいという筆者の意図です。

　・初級者から上級者まで幅広い読者のニーズに応えるものを意識したこと、
本書に関しては従来の拙著と異なり、基本的な記載方法や課税関係につい
ても言及しています。

　・論点は周辺実務に関して限って言えば、課税実務に真に即した網羅性を重
視し、類書では軽く扱っている記載についても紙面の許す限り詳細な解説
を加えていること。

　・裁決・裁判例・判例についても網羅性を重視し、できるだけ実務上のヒン
トになるような汎用性のあるものを厳選して掲載したこと。

　・苦手意識を持っている実務家が多いため表現はできるだけ平易に、また、
随所に非常に簡単な「よくある」事例を組み込み、具体的な取引をイメー



ジしていただけるようにしたこと、一方で、実務上稀な事例についても上
級者向けに汎用性のある取引のみを厳選し掲載したこと。

（この点に関しては論点の切り貼りと感じられる読者もいらっしゃることと思います

が、課税実務での多くの失敗は「不知・うっかり」によるものです。したがって論

点は紙面の許す限り掲載しました。しかしながら、スピンオフ税制等の詳細などは

意図的に割愛し、あくまで「普段よく使う周辺課税実務」にこだわっています。）

　執筆にあたっては、細心の注意を払ったつもりですが、初めての試みが多
かった点もあり、至らぬ点が多いと思います。読者の皆様にはお気づきの点が
あれば、ぜひご指摘をいただきたく存じます。

　企画段階から編集等、力強くサポートしていただいた、株式会社ロギカ書房
代表取締役橋詰守氏また、普段から多数の質の良いご相談・ご質問事項をくだ
さる「コンサル質問会」（主催：株式会社 KACHIEL（カチエル）http://kachiel.

jp/lp/consulting-question/）及び通常の課税実務に係る質問会「専門家のための
税務 SOS」（事務局：株式会社バレーフィールド https://myhoumu.jp/zeimusoudan/）

の会員様、及び私が顧問業務をさせていただいている複数社の会計事務所、税
理士法人様には心から感謝申し上げます。

　令和 2 年 7 月

 税理士 / 1 級ファイナンシャル・プランニング技能士　伊藤 俊一　
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　前掲、（法法24）（配当等の額とみなす金額）の限定列挙事由に該当した場合、
認識します。

Q1―6　合併とみなし配当
　合併とみなし配当について教えてください。

Answer

　合併（適格合併を除く、所法25①一、法法24①一）については、下記の取扱い
が原則です。
【解説】
　適格合併は除かれています。適格合併の場合、被合併法人の利益積立金額が
合併法人に引き継がれ、株主に分配されないからです。
　一方で、非適格合併の場合、被合併法人の利益積立金額は引き継がれませ
ん。合併法人が被合併法人から取得した資産、負債の時価純資産価額は資本金
等の額となります。
　この場合、被合併法人の利益積立金額は合併時点において、株主等に対し
て、みなし配当されたと考えます。この被合併法人の利益積立金額とは移転資
産の譲渡益相当額を含めた利益積立金額です。
　なお、中小企業の実務では非適格合併になることは大変稀なため、あまり考
慮する事項とはいえません。

Q1―7　分割型分割とみなし配当
　分割型分割とみなし配当について教えてください。
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Answer

　分割型分割（適格分割型分割を除く、所法25①二、法法24①二）については、
下記の取扱いが原則です。
【解説】
　適格分割型分割は除かれています。これは、適格合併と同じ理由です。
　適格分割型分割の場合には、分割法人の移転資産、負債の簿価純資産価額に
対応する利益積立金額は分割承継法人に引き継がれるので、株主に分配されま
せん。分割時点でみなし配当は生じません。
　一方、非適格分割型分割の場合、非適格合併の場合と同様に、分割法人の利
益積立金額は引き継がれず、分割承継法人が分割法人から取得した資産、負債
の時価純資産価額は資本金等の額で構成されます。
　しかし、非適格分割型分割により、株主等に対して交付される分割承継法人
の株式及び株式以外の資産の価額の合計額のうち、分割資本金等の額を超える
部分の金額は、分割法人の利益積立金額を減算することとされています（法令

9 ①九）。
　この分割法人の利益積立金額から減算される部分の金額は、分割時点で株主
等に対するみなし配当として取り扱います。
　なお、中小企業の実務では非適格分割型分割になることは大変稀なため、あ
まり考慮する事項とはいえません。

補問1―1　不動産M&Aとみなし配当

　不動産M&Aとみなし配当に関しての関連事項を教えてください。～不
動産M&Aのタックスプランニングの基本思考も含めて～

Answer

　不動産 M&A 実行はタックスプランニングによるスキーム策定が全てです。
そこで、この問に関しては、不動産 M&A のタックスプランニングも絡めて
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解説します。
【解説】
　初めに不動産 M&A に関する基本思考、実務の勘所を列挙します。
　✓公開企業の M&A でも中小・零細企業の M&A においても、プレ M&A

におけるタックスプランニングが M&A スキーム策定においては要です。
こと不動産 M&A はそれが全てです。

　✓中小・零細企業における事業 M&A（会社の事業に係る M&A）は、組織再
編成を考慮することは課税実務ではほとんどなく、不動産 M&A 実行時
のみ考慮要素となります。

　✓不動産 M&A における組織再編成手法は大別すると 2 種あります。平成
29年度税制改正を受けた手法と従来からある手法です。

　✓不動産 M&A は法人税等、不動産取得税、登録免許税、印紙税を総合勘
案してシミュレーションします。

　✓ M&A 対象の不動産が含み益、含み損、または M&A 対象外の事業部門
が含み益、含み損で、計 4 パターンにについてそれぞれ最適な手法は異な
ります。

　「中小 M&A ガイドライン―第三者への円滑な事業引継ぎに向けて―令和 2
年 3 月中小企業庁」1及び参考資料、概要資料 2においても合併等組織再編成手
法も M&A におけるスキームの １ つとの解説があります。
　また、『中小企業白書20１8』296頁においては、M&A につき「買収」（手法）

の分類として、「株式譲渡」又は「事業譲渡」が並列されています。そこで
は、「買収」（手法）と並列されて「合併・分割」が記載されています。
　そして、「合併・分割」から「合併（吸収合併）」又は「会社分割（吸収分

割）」が並記されています。
　これをもって、M&A を言及する際、上記の組織再編成（中小企業白書にお

いては、株式交換について言及されていませんがこれも同様の効果を有します。）を
含めることが多いように思われます。

1　https://www.meti.go.jp/press/20１9/03/2020033１00１/2020033１00１-2.pdf
2　https://www.meti.go.jp/press/20１9/03/2020033１00１/2020033１00１.html
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　しかし、中小・零細企業における事業 M&A（ここでは会社の事業に係る

M&A と定義します）は、上記の組織再編成を考慮することは事実上ありませ
ん。中小・零細企業における事業 M&A は「株式譲渡」と「事業譲渡」（事業

譲渡は租税法において組織再編成行為に類型されますが、課税実務においては言及

すべき論点は比較的少ないです。ここでは、会社分割を主たる論点とします。）と
「個別資産譲渡契約」の 3 択となります。
　どれを選択するかは、タックスシミュレーション、その他ディールの個別状
況（代表的なものが許認可に係る制限、オフバランス負債の発覚等々）によって最
終的に決定されることになります。
　一方、中小・零細企業における M&A でも、こと「不動産 M&A」といわれ
るものは話が変わります。この場合「会社分割後、分割法人株式の株式譲渡」
と「不動産部門の事業譲渡」と「個別資産（不動産）譲渡契約」の 3 択となり
ます。
　公開企業の M&A でも中小・零細企業の M&A においても、プレ M&A に
おけるタックスプランニングが M&A スキーム策定においては要となります。
M&A 全プロセスにおける最も高額なコストは税金だからです。
　この点、事業 M&A においては、代表的なものでいえば許認可等、タック
ス以外の考慮事項により、タックスのプライオリティが後退することも往々に
してあります。しかし、中小・零細企業に係る不動産 M&A に限定すれば、
タックスプランニングが全てといって過言ではありません。
　まずは、不動産 M&A の基本を確認します。
　上述のとおり、不動産 M&A については 3 択のタックスプランニングにつ
いて、プレ M&A ステージでシミュレーションを行います。前提として、対
象会社が所有する不動産の一部を M&A（売却）する場合を想定します。
　周知のとおり、平成29年度税制改正により、グループ内の適格分割型分割に
該当した場合、支配株主が分割承継法人株式の発行済株式の全てを直接又は間
接に継続して保有することが要件ととなり、分割法人株式の継続保有は税制適
格を担保するための要件として要求されなくなりました（法令 4 の 3 ⑥二、⑦）。
　これを受け、平成29年１0月 １ 日以降の分割型分割においては下記のスキーム
を採用することが可能となりました。M&A 対象資産が不動産、M&A 対象外
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資産が不動産以外の残りの事業部門とします。両者とも含み益がある場合は、
以下の手法を一義的に検討するのが通常となります。
　（STEP １ ）
　　　税制適格分割型分割により、不動産以外の事業を移転（分割承継法人）

します。
　（STEP 2 ）
　　　不動産が残存する会社（分割法人）の株式を売却します。平成29年度税

制改正により、第三者売却でも当初税制適格は担保されます。
【平成29年度税制改正】
※適格にするために平成29年 9月30日までは、共同事業要件を満たす必要性があった。
　⇒10月 1 日以降は不問

株主

B社 A社

分割型分割

株式譲渡

X社

　上記の手法のメリットは一般的に下記のように整理されます。
　○オーナー
　　・会社分割実行時は、課税関係は生じません。
　　・分割法人株式売却における課税関係は、株式譲渡スキームと同様となり

ます。
　　・M&A 対象外の資産に含み益がある場合、税負担なく分割承継法人に残

すことが可能となります。
　　・税制適格に該当した場合は、分割型分割（その他、租税法上で定義される

組織再編成全て）、（旧）株主の「投資が継続」されたと考える（みなされ

る）ので、課税繰延べされます。
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　　　　結論でいえは、税制適格に該当した場合、株主課税は生じません。
　○買収会社
　　・流通税等の負担が比較的低減できる可能性があります。
　　・対象会社の繰越欠損金を利用できます。
　○対象会社
　　・会社分割実行時に譲渡損益は生じないことから、課税関係は生じませ

ん。
　　・会社分割実行時に消費税等の課税関係は生じません。
　○分割承継法人
　　・一定要件を充足することで、不動産取得税は非課税となる余地がありま

す。
　いうまでもないですが、分割法人株式の売却ではなく分割承継法人株式の売
却の場合、従来どおり税制非適格となります。上掲、平成29年度税制改正の射
程外だからです。
　不動産 M&A の切り分け方は大きく下記に場合分けすることができます。

⑴　第 1パターン
　✓不動産部門外の事業を簿価で分離します。
　✓残存不動産部門株式を第三者に譲渡（M&A）します。
　（STEP １ ）
　　　税制適格分割型分割により、不動産以外の事業を移転（分割承継法人）

します。
　（STEP 2 ）
　　　不動産が残存している会社（分割法人）の株式を第三者に売却します。

上記のとおり、第三者売却でも当初税制適格は担保されます。すなわち、
含み益に対する課税は生じません。

　　　このパターンは、全ての含み益を遮断したい時（株式譲渡益課税は生じ

ます）に採用されます。これは実務上の勘所です。
　　　したがって、多額の含み益がある「不動産以外の事業」を無税で切り離

したい、かつ、多額の含み益ある「不動産」売却に係る税金も極力低減し
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たい、という場合に最も税効果が出現します。
　　　このパターンは、平成29年度税制改正をそのまま利用した方法ですが、

M&A 対象外資産も M&A 対象資産も多額の含み益があるという状況にお
いて最も税効果が期待できるものの、そこまで優良な中小・零細企業は現
実的にはそれほど多くなく、あくまで筆者の肌感覚ですが、シミュレー
ションにおいて、期待するほどの税効果が出現しない場合が多いように思
えます。

⑵　第 2パターン
　✓不動産部門外の事業を時価で分離します。
　✓残存不動産部門株式を譲渡（M&A）します。
　（STEP １ ）
　　　税制適格分社型分割により、不動産以外の事業を移転（分割承継法人、

１00％子法人）します。
　（STEP 2 ）
　　　上記（STEP １ ）の１00％子会社をオーナーが購入します。この結果と

して、分割型分割と出来上がりは同じになります。
　　　すなわち、この段階で、分割法人と分割承継法人は横並び（兄弟会社）

になります。
　（STEP 3 ）
　　　不動産が残っている会社（（STEP １ ）の分社型分割における分割法人のこ

と）の株式を第三者へ売却します。この第三者売却の場合、（STEP １ ）の
会社分割は税制非適格となります。

　このパターンは平成29年度税制改正と関係ありません。従来からある手法で
す。上記第 １ パターンに比較して煩雑です。それでも、これを「敢えて」実行
する意義は下記です。
　不動産部門以外の事業に含み損がある場合、時価譲渡を選択したほうが、税
効果は期待できます。含み損が顕在化できるからです。それであれば、時価譲
渡である事業譲渡や税制非適格分割型分割を最初から行えばよいとも考えるこ
とができます。
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　しかし、仮に初めから事業譲渡や税制非適格分割型分割（中小・零細企業の

場合、例えば金銭を「敢えて」交付するなど「敢えて税制非適格」を採用すること

になります）した場合、会社分割における不動産取得税非課税要件を満たす可
能性が完全に遮断されます。当該非課税要件に「金銭等不交付要件」（地法73

の 7 二、地令37の１4）があるためです。
　この点、上述のとおり、金銭等を交付せず、自ずから（「敢えて」を施さず）

当初税制非適格になるのであれば、第 １ パターンでもよいとも考えられます。
　しかし、中小・零細企業実務においては、税制適格が大勢を占め、何も施さ
ず、自ずと税制非適格に該当することは大変稀であるため、現実的には困難だ
と想定されます。
　これらを総合勘案すると、この第 2 パターンの場合、煩雑な手法ですが、課
税実務においては現実的に、金銭等不交付要件は回避できる余地が生まれま
す。
　不動産取得税の非課税要件においては「主要資産負債移転要件」について論
点となります。この点については、会社分割における支配関係内の税制適格要
件（法法 2 十二の十一）の １ つである主要資産等引継要件と異なり、議論が累
積されていないように思えます。
　この主要資産等引継要件（法法 2 十二の十一ロ⑴）については下記のような
考え方があります。「売掛金・買掛金のように流動性が高く、かつ、分割承継
法人に移転しなくても、分割事業の継続に何ら支障がない資産及び負債は「主
要資産負債」に含まれない」というものです（佐藤信祐『不動産 M&A の税務』

（日本法令54頁、20１9年）、阿部奏久、山本守之「企業組織再編税制の考え方と実務

検討（税務弘報第49巻 6 号30頁、平成１3年）。
　この点、朝長英樹氏は「企業組織再編成に係る税制についての講演録集」23
頁（日本租税研究協会、平成１3年）において現行の法人税基本通達 １ ― 4 ― 8 は

「分割法人又は現物出資法人が当該事業を行う上での当該資産、負債の重要
性」だけではなく「当該資産、負債の種類、規模、事業再編計画の内容等を総
合的に勘案して主要な資産負債に該当するか否か」の判定を行うというスタン
スである趣旨である見解を示しています（上掲佐藤55頁）。
　上記は法人税法における会社分割に係る要件の解釈についての議論であり、
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不動産取得税の非課税要件については射程外です。しかし、上掲の解釈は取得
税の非課税たる趣旨に合致することになることから、課税実務では問題は生じ
にくいと考えます。
　一方、不動産取得税の非課税要件で他の要件の １ つでもある従業者従事要件

（地法73の 7 二、地令37の１4）は課税実務でも問題になり得ます。不動産部門に
従業者がいないのが通常だからです。
　この点、角田晃「都道府県税関係　会社分割における従業者要件の判定」

（税68巻 2 号7１頁、平成25年）の見解等を踏まえ、上掲佐藤76頁では、従業者が
そもそも存在しない場合には当該要件は要求されない旨を指摘しています。佐
藤信祐氏は法人税法と地方税法で同様に解することが可能かは争いがあるとも
指摘しています（上掲佐藤76頁）が、上記の見解は至極妥当と筆者は考えます。
従業者従事要件を充足するため、そもそも従業者がいない状態からいる状態を
敢えて作出することなどあり得ないからです。
　また、これに関連して従業者がいない場合、事業継続要件も満たさないとの
見解もあるようですが、「従業者が存在しなくても、反復継続的に計上される
売上げがあり、会社分割後も、当該売上げが継続することが見込まれること」

（上掲佐藤76頁）により要件を満たすと考えられます。理由は上掲の筆者の見解
と同様です。
　このパターンでは税制非適格であることから、（STEP １ ）において分社型
分割を採用しています。仮に分割型分割を採用するにしても税制非適格の場
合、個人株主がいないことを確認する必要があります。税制非適格かつ、個人
株主がいる場合、通常、当該個人株主に係る課税負担は極めて大きく税効果と
いう意味で不得手といえることが多いです。これは不動産 M&A に限定され
ません。
　組織再編成において税制非適格に該当した場合、新株式を旧株主に現物配当
することになるから、みなし配当に係る配当所得課税が生じるとの説明も散見
されます。
　厳密にはこの見解は以下のように整理すべきです。朝長英樹（編著）『会社
分割実務必携』（法令出版、平成26年）488頁においては、「（…中略…）分割法人
の株主が割当てを受ける分割承継法人株式等の性格は（…中略…）割当てを受
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ける分割承継法人の株式等を分割法人株式の譲渡の対価と見るべきであるの
か、あるいは、配当とみるべきであるのか」は論点と指摘しており、「株主に
おいては法人の処理と関係なく株式を譲渡することができますが、配当に関し
ては、法人の処理と関係なく任意に行うことはできません」（上掲朝長489頁）

とあります。
　朝長氏は続けて、「（税制非適格では、）分割法人から移転する資産及び負債が
時価によって譲渡されたものとされ、対応する純資産の部の金額が分割承継法
人に（自動的に）引き継がれずに分割法人の株主に交付されることになるた
め、払込資本を超える部分がみなし配当とする必要がある」（上掲朝長490～49１

頁）と述べています。
　当然、課税実務における結果としての課税関係は変わりありません。その場
合の計算方法につき、「分割法人の株主においては、分割法人株式の譲渡とみ
なし配当に関して検討を行う必要があるということになるわけですが、他のみ
なし配当と同様に、分割型分割の場合も、みなし配当があるときは、みなし配
当を先に計上し、その残余について、株式の譲渡対価」と述べ「非適格分割型
分割の場合には、まず、みなし配当に関する検討と処理を行う」（上掲朝長490

頁）とあります。
　なお、税制適格について課税が生じない理由について上記と整合性をとると

「（税制適格の場合、）分割法人から移転する資産及び負債と共に利益積立金額も
移転する資産負債の割合に応じてそのまま分割承継法人に引き継がれ、分割法
人においては、対応する資本金等の額の部分のみが分割法人の株主に返還され
て分割承継法人から割り当てられる新株の払込資本に置き換わることになるた
め、分割法人の株主においては、みなし配当を計上する理由はない」（上掲朝

長489頁）とあります。

補問1―2　不動産M&Aの税目別採用パターン

　不動産M&Aの税目別の採用すべきパターンについて教えてください。
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Answer

　補問1―1で不動産 M&A における組織再編成とみなし配当が絡むケースにつ
いて、基本的な考え方を解説しました。本問は、不動産 M&A に関するタッ
クスプランニングについて言及するにとどまり、みなし配当という本書の性格
から外れます。興味のある方だけご覧ください。
【解説】
　不動産 M&A の税目別の採用すべきパターンは主に下記のように区分され
ます。
　下記では諸税を検証していきます。なお、課税実務では下記のほか、印紙税
も考慮対象となります。また、補問 １ の 2 パターンの他、特別な対策を施さな
いパターンを第 3 パターンと定義します。すなわち、第 １ パターン、第 2 パ
ターンのように、不動産を切り分けず、不動産を所有したまま会社全体につき
M&A 実行というパターンです。
　不動産 M&A におけるタックスプランニングは下記の諸税を順に検証し、
総合勘案することとなります。当然、当該不動産のスケールによってはプライ
オリティは前後します。

⑴　法人税等（基本編）
　不動産 M&A におけるタックスプランニングの要であり、最初にこれをシ
ミュレーションすることになります。大きくは下記のように区別されます。
【含み益・含み損の一覧表】

M&A対象事業「不動産」 M&A対象外事業「それ以外」

1 含み損
（時価移転して顕在化すべき）

含み益

2 含み益
（簿価維持）

含み損
（時価実現して顕在化すべき）

3 含み益
（簿価維持）

含み益

4 含み損
（時価移転して顕在化すべき）

含み損
（時価実現して顕在化すべき）
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　表の １ に該当した場合、第 3 パターンを採用することを検討します。M&A
対象事業に含み損が生じているため、法人税等が生じない（もしくは低い）か
らです。
　表の 2 に該当した場合、下記の 2 パターンについて検証が必要となります。
まずは第 3 パターンの採用です。この場合、法人税等の課税は生じます。この
際の税負担軽減は、通常の節税対策、すなわち、資産の含み損実現、簿外債務
顕在化、タックスシェルター等の活用（筆者はここではいわゆる「節税商品」を

念頭に置いています）、買換圧縮記帳等々を採用するだけです。
　もしくは第 2 パターンの採用です。この場合、M&A 対象外事業の含み損が
顕在化させ、それを繰越欠損金に化体させることになります。それから、不動
産と繰越欠損金をセットで会社分割を実行すれば、買主で繰越欠損金効果を享
受することが可能となります。
　この手法につき、M&A 対象外事業（要するに不動産以外）から生じた含み損
を顕在化させた繰越欠損金を不動産と一緒に恣意的に移転するのはどうか、と
いう疑問を有する読者もいると思います。
　上記の表は説明の便宜上、M&A 対象（不動産）とそれ以外とで区別してい
ますが、含み損を顕在化させるまではあくまで １ つの法人内部の話であり、そ
の法人のうち会社分割により、何を切り出すかは会社の任意です。すなわち、
恣意性の介入という次元の論点はそもそも生じません。
　この第 2 パターンは、上述のとおり、分社型分割で一旦、１00％子法人に
なった、分割承継法人をオーナーに売却することになります。このため、分割
承継法人価値相当分が分割法人に加算されることとなります。すなわち、分割
法人の価値は理論上、毀損しません。したがって、この状態のまま、分割法人
株式を売却した場合、オーナーに係る譲渡所得税が多額になる可能性がありま
す。そこで、第 3 パターンとの有利・不利シミュレーションか、課税実務では
必須となります。
　表の 3 に該当した場合、第 １ パターンが王道といえます。第 １ パターンの解
説で述べたとおり、平成29年度税制改正における税効果がこの場合において最
も恩恵を受けるからです。
　オーナーは譲渡所得税課税が当然なされます。プレ M&A におけるタック
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スプランニングにおいて、会社分割により移転する資産、負債は、会社の任意
で決定して問題ないため、オーナーがネットキャッシュで受領したい金額を予
めヒアリングし、移転資産（不動産）、移転負債（預かり保証金等）の金額を決
定することとなります。当該差額が譲渡対価相当となります。
　表の 4 に該当した場合、売主において譲渡損を利用したいというインセン
ティブがあれば、第 3 パターンを採用することになります。一方、買主におい
て譲渡損を利用したいをいうインセンティブがあれば、第 2 パターンを採用す
ることになります。

⑵　法人税等（繰越欠損金がある場合）
　表の １ に該当した場合、第 3 パターンと第 １ パターンの有利・不利判定が必
要となります。
　買主は売主会社株式が繰越欠損金ある場合、当該繰越欠損金とセットで株式
を取得した方が有利になるケースがあるからです。もっとも、あくまで課税実
務におけるシミュレーション上の肌感覚となりますが、非常に多額な繰越欠損
金を移転していなければ、期待するほどの税効果は出現しない場合が多いと考
えます。
　表の 2 に該当した場合、第 3 パターンでは、不動産の含み益に係る譲渡益と
繰越欠損金の相殺が可能となります。また、第 2 パターンでは、上掲と同じよ
うに繰越欠損金を更に膨らませてからのセット移転が可能となります。
　表の 3 に該当した場合、第 3 パターンでの譲渡益と繰越欠損金を単純に相殺
すればよいこととなります。仮に、それでは繰越欠損金が足りない場合、はじ
めて、第 １ パターンを考慮すればよいこととなります。これも上掲までと同様
で繰越欠損金に化体させてからセットで移転させるだけです。
　表の 4 に該当した場合、第 3 パターンでは、繰越欠損金が単純に増加するた
め、売主会社では当該繰越欠損金の利用枠が増加します。一方で、第 2 パター
ンを採用した場合、法人税等（基本編）と同様の結論となります。

⑶　不動産取得税
　課税実務では一般的に上記、法人税等の次に検討されることとなります。し
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かし、不動産スケールによっては順番が入れ替わります。当然ながら、第 3 パ
ターンでは不動産取得税の非課税要件を回避する余地はないため、第 １ パター
ン若しくは第 2 パターンを採用したときのみ、検討対象となります。

⑷　登録免許税
　課税実務では法人税等、不動産取得税の次に検討されます。第 １ パターンに
おいては、M&A 対象外の事業が所有する不動産に課税されます。第 2 パター
ンも同様です。一方、第 3 パターンでは、対象事業に含まれる不動産に課税さ
れます。
　その他の留意事項としては下記が一般的でしょう。
　法人が短期所有の土地を保有する場合の他、土地は長期保有であっても土地
保有会社の株式を短期間で売買した場合も適用対象になるため、オーナーが他
の株主から株式を取りまとめて買手にまとめて売却する場合、土地譲渡類似株
式等の短期譲渡所得課税の判定が必要となります。
　下記のいずれかに該当する株式を、下記の一定の条件で譲渡した場合には、
短期譲渡所得課税になります（措置法32②、措置令2１③）。
　【土地譲渡類似株式等（次のいずれかに該当する株式）】
　　・株式発行法人の総資産価額の70％以上が、譲渡した年の １ 月 １ 日におい

て所有期間が 5 年以下の土地等である場合のその株式
　　・その年の １ 月 １ 日において所有期間が 5 年以下の株式で、かつ、その発

行法人の総資産価額の70％以上が土地等である場合のその株式
　【一定の条件（次のいずれかに該当する譲渡）】
　　・その年以前 3 年以内のいずれかの時において、その年に株式を譲渡した

者を含む特殊関係株主等の持株割合が30％以上であること
　　・特殊関係株主等が、その年において発行済株式の 5 ％以上の株式を譲渡

し、かつ、その年以前 3 年以内において１5％以上の株式を譲渡している
こと

　上記に該当しても必ずこの取扱いをしなければならないわけではありません
（例外規定、措置法32、措置令2１）。
　また、適格分割型分割＋清算スキームに係るみなし贈与の課税関係という典
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型論点もります。本書の性格上、ここでは詳述しませんが、一定のスキーム、
要件のもとでは、みなし贈与の発動リスクは比較的高いものと考えます。

　（参考文献）
　佐藤信祐『不動産 M&A の税務』（日本法令、20１9年）
　朝長英樹（編著）『会社分割実務必携』（法令出版　20１4年）
　伊藤俊一『Q&A「税理士（FP）」「弁護士」「企業 CFO」単独で完結できる 中小企

業・零細企業のための M&A 実践活用スキーム』（ロギカ書房、2020年）
　伊藤俊一『みなし贈与のすべて』（ロギカ書房、20１8年）

Q1―8　株式分配とみなし配当
　株式分配とみなし配当について教えてください。

Answer

　株式分配（適格株式分配を除く、所法25①三、法法24①三）については、下記
の取扱いが原則です。
【解説】
　株式分配とは、現物分配のうち完全子法人の発行済株式の全部を移転するも
のです。いわゆるスピンオフ税制といわれます。
　現物分配法人とその株主との間で完全支配関係がある場合、これを適格株式
分配といいます。
　適格株式分配については、完全子法人の分配直前の帳簿価額による移転がな
されるます。したがって、みなし配当は生じないことになります。
　非適格株式分配においては、完全子法人株式の移転は時価で行われることに
なります。分配資本金等の額を超える部分の金額は利益積立金額を減算するこ
ととされます（法令 9 ①十一）。
　株式分配法人の利益積立金額から減算される部分の金額について、株主に対
して、みなし配当を認識します。理由は上掲までと同様、株主に対して同様の
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Q2―10　分社型分割でみなし配当が生じない理由
　分社型分割においてみなし配当が生じない理由を教えてください。

Answer

　下記となります。
【解説】
　分割承継法人株式が分割法人株主に交付されない分割を分社型分割といいま
す。
　一方、分割承継法人株式が分割法人株主に交付される分割を分割型分割とい
います。
　分社型分割は租税法において、下記取引に分解され構成されます。
　（STEP １ ） 分割法人は、分割事業に係る資産等を、既存若しくは新設の分

割承継法人へ譲渡する。
　（STEP 2 ）その対価として分割承継法人株式を取得する。
　（STEP 3 ） 分割承継法人は、分割法人から分割事業に関する資産等を取得

する。
　（STEP 4 ）その対価として新株を発行する。
　分割当事者においての税務処理は下記です。
　【分割法人】
　　✓資産等の譲渡に係る税務処理
　　✓対価として取得した分割承継法人株式に係る税務処理
　【分割承継法人】
　　✓資産等の取得に係る税務処理
　　✓新株発行に係る税務処理
　【分割法人の株主】
　　✓税務処理は不要
　このようにキャピタルゲインの清算（実現）は生じません。したがって、分
社型分割ではみなし配当は生じません。
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Ⅳ 現物出資編 《4現物出資に係る移転資産等の処理 :現物出資法人編》

(被現物出資法人の株式の取得価額)

適格現物出資により交付を受ける被現物出資法人の株式の取得価

額に移転資産及び移転負債に係る税務上の否認金の嶺に相当する金

額を含めているか｡

[二重 三三コ

適格現物出資により交付を受けた被現物出資猿人の株式の取得価額は､適格現物出資

の直前の移転資産の帳膝価額から移転負債の帳簿価額を減算した金頼 (当該株式の交付

を受けるために要 した費用がある場合に按､その費用を加算 した金額)となります (法

令 119①七)0

なお､移転資産及び移転負債わ帳簿価額に柱､移転資産等に係る減価償却超過額や任

意引当金などの税務上の否認金の額に相当する金額を含んだ金額となります｡

｢議 ｢

__ ･｣
税務上の否認金の額がある場合､被現物出資絵人の株式の取得価額に､当該否認金の

額に相当する金額が含まれているかを確認する必要があります｡
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :現物出資法人編》

(一括償却資産)

格現物出資により一括償却資産を被現物出資法人に引

l継ぎに関する届出書が提t]

い糾ント1
適格現物出資を行った場合には､現物出資法人は適格現物出資の直前の-括償却資産

のうち､｢適格現物出資により移転する事業の用に供するために取得 した減価償却資産に

係るもの (それを証する事項を怒赦した番類が保有されているものに限ります｡)｣及び

r期中損金経理の対象としたもの｣を被現物出資故人に引き継ぐこととされています(駄

令 133の2(診二､浜規 27の 18)｡

｢適格現物出資により移転する事業の用に供するために取得した液備償却資産に係る

ものj の引,*ぎを行 う場合に捻､現物出資故人は適格現物出資の日以後 2月以内に ｢適

格分割型分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書 ｣を納税地の所轄税務署長

に壕出することが必要とされてい壕す (睦令 133の2⑧､法規 27の 19)a

なお､｢期中損金経理の対象としたもの｣は､｢適格分社型分割等による期中損金経理

額等の損金算入に関する届出書｣が提出されている場合に引き継ぐこととなります (紘

令 133の2②③､法規 27の 17)｡
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :現物出資法人編》

[二重二重コ

｢適格分割型分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出番｣には､以下の事項

を記載する必要があります(法規 27の 19)｡

1 現物出資故人の名称及び納税地盤びに代表者の氏名

2 被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3 適格現物出資の日

4 被現物出資猿人に引き継ぐ一括償却資産の娠静価額及びその一括償却資産に係る一

括償却対象額

5 -括償却資産が生じた事菜年度開始の日及び終了の日

6 その他参考となるべき事項

-332-

この文書は、情報公開法第９条第１項により開示請求を行ったものです。



Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :現物出資法人編》

(繰延消費税額等)

適格現物出資により繰延消費税額等を被現物出資法人に引き継い

でいる場合､引継ぎに関する届出書が提出されているか｡

-′･･1●･･卜l
適格現物出資を行った場合には､現物出資散人は適格現物出資の直前の繰延消費税額

等のうち､｢適格現物出資により移転する資産に係るもの (それを証する事項を記載した

書類が保存されているものに限ります｡)｣及び ｢期中損金経理を行ったもの｣を被現物

出資猿人に引き継 ぐこととされています (浜令 139の4⑳二､浜規28の 3)｡

｢適格現物出資により､移転する資産に係るもの｣の引継ぎを行 う場合には､現物出資

法人は適格現物出資の日以後 2月以内にr適格分割型分割等により移転する資産に係る

繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書 ｣を納税地の所韓税務署長に提出することが必

要とされています (法令 139の■4⑬､捷規 28の4)｡

なお､r期中損金経理を行ったもの｣は､｢適格分社型分割等による期中損金経理額等

の損金算入に関する届出審Jが提出されている場合に引き継ぐこととなります (抵令 139

の4⑦⑧､駄規 28の 2)｡
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L旦旦｣
r適格分割型分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出

者 ｣には､以下の事項を記載する必要があります (法規 28の4)｡

1 現物出資故人の名称及び納税地並びに代表者の氏翁

2 被現物出資故人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3 適格現物出資の日

4 被現物出資鋲人に引き継ぐ繰延消費税額等

5 繰延消費税額等の生じた事業年度開始の日及び終了の日

6 その他参考となるべき事項

この文書は、情報公開法第９条第１項により開示請求を行ったものです。



Ⅳ 現物出資掃 《4現物出資に係る移転資産等の処理 :現物出資法人編》

(圧縮記帳に係る特別勘定)

非適格現物出資であるにもかかわらず､現物出資法人が設定した

圧縮記帳に係る特別勘定を被現物出資法人に引き継いでいないか｡

[二重 互□

現物出資絵木が適格現物出資の夜前において有する庄縮記帳に係る特別勘定の金額の

うち､その適格現物出資に係る被現物出資故人において圧縮対象資産の取得等に充てよ

うとする部分の金額は､被現物出資故人に引き継ぐこととされています (浜猿 43⑧三､

48⑧三､拷駄 64=の2④三､65の8④三､65の 12⑤三､65の 14⑤三)｡

この引継ぎを行う場合には､現物出資絵人は､適格現物出資の日以後 2ノ当以内に特別

勘定の金額の引継劉 こ関する届出者を納税地の所轄税務署長に提出することが必要とさ

れています (添絵 43⑨､48⑨､措駄64の2⑤､65の8⑤､65の 12⑥､65の 14⑥)｡

なお､適格分社型分割等を行った場合の期中特別勘定の金額の損金算入に関する属出

番が提出されている場合には､その期中帝別勘定の金額は､引き継ぐこととなります

(P374参照)｡

一方､非適格現物出資の場合は､被現物出資故人に引き継ぐこと柱できませんので､

現物出資猿人自らが圧縮対象資産を取得する見込みがない場合には､取り崩す必要があ

ります｡

｣二.-I
<現物出資法人の現物出資の日の属する事業年度>

収用換地等に伴い取得した賛産の圧縮縁等 要語 謡の損金算入に関する明細啓 寄食 棚 法人名 現物出資法人【 )刺i土面

.!.:_ .I
非適格現物出資の場合で､現物出資故人が圧縮対象資産を取得する予定がないときは､

特別勘定が取り崩されているかどうかを確認する必要があります｡

適格現物出資である場合で､被現物出資法人に帝別勘定が引き継がれているとき柱､

所定の届出書の浸出の有無を確瓢する必要があります｡
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 ●現物出資法人編》

(デッ ト.エクイティ dスワップ(令)

デット･エクイティ･スワップが適格現物出資に該当するにもか
かわらず､その消滅した債権に係る損失の籍が計上されていないか｡

I.､_.二∴i
債権の非適格現物出資により取得した株式の取得価額は､その債権の非適格現物出資時

の時価となり (社食 119①ニ)､その取得した株式の取得価額と消滅した債権の帳経価額と

の差額は､その非適格現物出資のあった寄集年度の税金の額に算入されることとなります

(法法 22)｡

一方､再建支援の-形態として行われたデット･エクイティ･スワップ (DES)が適

格現物出資に該当する場合には､適格現物出資によって消滅する債権は､現物出資故人で

ある債権者における帳薄価額で譲渡をしたものとされます (駄駄 62の4①)ので､譲渡 (消

滅)した債権に係る損失の計上は認められないこととなりますo

仁義由点_i
<現物出資法人の雑益､維損失等の内訳書>

凝益､蜘 内訳を

科 目 取引の内藤_相手先 所在地や蜘金歯
(

特別損失 債権譲渡損失 被現物出資法人 .49000,boo.

骸当すに.算入I

らし適格現物出資に場合に損金の額ていないか○ノ

I
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係 る移転資産等の処理 :現物出資政人編》

∴ ･

債務者である被現物出資披人 との支配関係 を確認することによ り､適格現物 出資 に該

当 しないか検討する必要があ ります｡

僻

密問紙亀
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買

する
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押
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細
魚
杜
に
経
度

肘
別
粒
十
は
H

前
波
+
細
33
か
静
鑑
用
く
だ
さ
い
.

同族会社琴の判矧淵 する明酔捗.芸器昏 li司 細 物出資法人

伊ー i 一oo,000 ′給

放顔目こa>1gLtt: I 一oo,000 疋柄ヱ爽 廿 上之 ｢fT

% 二} %一oo,0 18

絶 J)た 粗 め 政 JI

各 合+√■一声】せ I-i %

LS

Lニト二一や1ヽ丁 JtS故人と現物出湖 7～ぞ毅 -df 被現物出資 % 16 %

琵監 告箭 資抵人との間に当事者間の LT

fiL氏の 完全支配関係あり1○r河 損 金 .姥 刺 ヒヽ 祇 _'rtLS 恕r和焼魚杓 j海 政故
戚位 鞠稔-B碑 となる純血 (社則 汲V. 甜佑4l-. 判駕遜政と 讃荒_,LTR弓道七忘な滋 そ の 他 の 43-ゴ三句:

放吟搬 L=のL死祁7 1中 1 7-+○ 2土 =∵
1 現物出資法人 胃三 人 一oo,000

別
空

丁
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一
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丁
管
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収
又
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抑
汚
叩
黍
印
度
分

師 ｢
デット･エクイティ ･スウップ(DEB)- r債務 (Debt)と株式 (玩tlity)を交換

(swap)す る取 引をいい､債権者がその有す る債権 を債務者 に

対 して現物出資す ることをいいます｡ このため一般 には ｢債務

の株式化｣ ともいわれています｡
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :現物出資法人筋》

(デ ッ ト･エクイティ .スワップ②)

非適格現物出資に該当するデット.エクイティ ･スワップが行わ

れている場合､消滅した債権に係る損失の額は適正に計算されてい

るか｡

】ポイント_l
再建支援の一形態として現物出資に該当するデット.エクイティ.スワップが行われ

た場合には､その現物出資により取得した株式の取得価額按､適格現物出資となる場合

を除き､その取得時の債権の時価相当額ときれ (汝令 119①二:汝基通2-3-14)､その時

価と消滅した債権の帳経価額との差塀は､その現物出資のあった事菓年度の損金の額と

して処理されることとなります (絵法 22)｡

ただし､そのデット･エクイティ･スワップを含む再建計画が､経済合理性のない過

剰支援と認められるような場合で､消滅した債権の時価に比して対価として交付を受け

た株式の価餅が下回るときは､現物出資故人 (債権者)から被現物出資紡人 (債務者)

に対する寄附金の額に該当する場合があります (泣故37⑧)a

l着眼点｢

[音 声 こ す1

デット.エクイティ.スワップ (DES)- ･債務 (Debt)と株式 (Equity)を交換

(swap)する取引をいい､債権者がその有する債権を債務者に対

して現物出資することをいいます｡こめため一般には ｢債務の株

式化｣ともいわれています｡
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Ⅳ 現物出資編 《4現物出資に係 る移転資産等の処理 :現物出資法㌧人編》

[亘二二豪コ
合理的な再建計画か どうかについては､支援額の合理性､支援者による再建管理の

有無､支援者の範囲の相当性及び支援部合の合理性等にっいて､個々の事例に応じ､

総合的に判断することとなりますが､例えば､利賓の対立する複数の支援者の合憲に

より策定されたものと認められる再建計画は､原則として､合理的なものと取り扱わ

れることとなります (駄基通9-4-2(注))｡
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Ⅳ 現物出資締 《4現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資法人稀》

(資本金等の額)

適格現物出資に係る現物出資法人の現物出資前の各事業年度分の

調査により税務上の否認金の額があることが判明した場合､被現物

出資法人において資本金等の額の調整が適正に行われているか｡

[二重互三三コ
適格現物出資により被現物出資故人が現物出資故人から移転を受けた資産又は負債に

つき､現物出資法人の適格現物出資の日の属する草葉年度以前の各番策年度分の調査等

により税務上の否蕊金の額があることが判明した場合､当該被現物出資故人において､

当該否課金の額に相当する資本金等の鎖を変動させる必要があります (添令 8①八)a

㍉:.tl..∴t,

【例】×2年4月 1日現物出資 現物出資猿人A 被現物出資故人B

x1年 3月期に係る税務調査があり､×3年 12月に次のとお り更正があった｡

i現物出資法人 減価鮒 - 額 .oo i 英葦霊望荒慧会芸悪霊慧霊宝霊霊芝宗男言霊苧L

司1の#埠過 i 利益額女鹿盛の計算に阿する朋細事

区 分 勅 許 現 在利益感度金額 当 期 . め _1 増 液 .l悪態幣 署名令-◎十◎洩 喝

① 珍 . ⑧ ▲

剖 益 準 偽 金 I 円 円 円 円

- 硬 立 食 i

減価偽却超過額 3 100

染本金等の額 A A1()0

洲 ‖ご巾1卜も

区 分 納 骨 ,匝 慈究本金等の嶺 盛 期 の 皇奴 A 藁態響哲g毒(わー◎+珍級 始

0 a @ ㊨
.752 円 円 一句 円

栄.耕 革 点 金 33

利益積立金歯 ′ 3JS 100
35

i: -･.･.･L････11

適格現物出資後に調査が行われた場合､現物出資故人の適格現物出資の日の属する事

業年度以前の各事業年度分の更正内容を確認し､被現物出資猿人に移転した資産又は負

債に係るものが清正に引き継がれているかの確認が必要となります｡
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資法人編》

(利益積立金額)

適格現物出資に係る現物出資法人の利益積立金幾を被現物出資法

人に引き継いでいないかO

lポイント1
適格現物出資が行われた場合､現物出資駄人か ら利益積立金額の引継 ぎを受け.ること

はありません｡

L堅墜｣

芸警警嘉悪霊禦 犠 本金等の常緑 駅 .芸霊巨 恒可 被柳 出資表人L5;rJ義五

瓦葺二司V虐盛展墓 r 利曲線立金成の酔井に関する明細番 トl管千四五lJG縫∫*乳

区分 用後現在刺遺 功 虎 鹿 輯 ①-項)+◎汝 ■

Q) @ 珍 令

利 益 準 信 金 i 25.000.ODOR ド ※10,000.000円 35,000.000円

{民 iE 魚 エ ー0.000.000 15,000.00D

減価棋却経過鏡 3 4.000,000有価証券評価損i+ 3.000.000資本金等の額 昆
Ejヽ/＼′＼/＼′＼′ヽノ＼′＼/＼ノ＼′＼/＼/＼/ ノヽ′＼/ヽノ＼/＼′＼/＼/ヽ/ヽ/＼′＼汲/＼.ハゼ1 〉<)へノ＼′＼/W

明細書

区 分 資本金琴の額 / 棉 (D-②+(診① ′ @ @

資本金又 は出東金 32 500,000,000P] /P※1O,000.OOO円510_000_000円
弊 木 雛 錯 金 33 ーOOOOOOO /
利益積立金額 34 /25,000,GOO 25.000.000

35 /
選 別 合 計ー
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Ⅳ 現物出資締.《4現物出資に係る移転資産等の処理 .･被現物出資故人編》

｣撃墜撃墜墾コ
現物出資に係る被現物出資法人において扱､現物出資により現物出資法人から利益積

立金額の引継ぎを受けることはありません｡

適格現物出資により移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額が､被現物出資故人

において資本金等の額の増加額として適正に処理されているかを確欝する必要がありま

す｡

I tr t+:

現物出資により増加する資本金等の額が誤って利益積立金額の増加額として処理され

ている場合､資本金等の額が過少となっている可能性があります｡その場合､寄附金の

損金算入限度額の計算琴に影響を及ぼすこととなりますので､注意が必要ですo

一 342-

この文書は、情報公開法第９条第１項により開示請求を行ったものです。



Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資牧人編》

(棚卸資産)

適格現物出資により被現物出資法人が移転を受けた棚卸資産の取

得価鏡は､現物出資法人の適格現物出資の直前の帳簿価額によって

いるか｡

L聖 上 d

適格現物出資が行われた場合には､現物出資故人の移転資産及び移転負債は､適格現

轡出資の直前の帳静価額により､被現物出資猿人に譲渡したものとされることから､適

格現物出資により被現物出資法人が移転を受けた棚卸資産は､現物出資法人の適格現物

出資の置前の帳停価額により取得 したものとされます (法浜62の4①､法令 123の5)｡

また､被現物出資猿人が適格現物出資により移転を受けた棚卸資産のその適格現物出

資後の期末評価額は､現物出資汝人の適格現物出資直前の時における棚卸資産の評価額

の計算の基礎となった取得価額に､被現物出資拾人が当該棚卸資産を消費し又は販売の

用に供するために直接要した費用の額を加算した金額を棚卸資産の評価額の計算の基礎

となる取得価額として算出することとなります (絵令 32③)a

｢･.い∴､i

く適格現物出資により被現物出資法人を設立した場合の例 )

現物出資法人

(適格現物出資の直前)

棚卸資産 100 適格現物出資

適格現物出資の場合､現物出資法

人の適格現物出資の夜前の棚卸資

産の続騰価額により取得したもの

とされているか｡

現物出資法人 P/L

(適格現物出資のEFの尾する等来年度)

売上 xxx

期首棚卸資産 58

仕入 XXX

被現物出資法人P/L

(設立年度)

売上 xxx

期首棚卸資産 50

仕入 XXX

l ･･ 】

適格現物出資により移転を受ける棚卸資産の被現物出資法人における取得価額が､適

格現物出資の直前の現物出資故人の帳簿価額によっているかは､被現物出資故人の決算

香のみでは確認できないので､移転資産の明細書等により確認する必要があります｡
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Ⅳ 現物出資締 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資法人編》

(減価償却 資産 )

適格現物出資により被現物出資法人が移転を受けた減価償却資産

について､現物出資法人の償却限度超過額が引継ぎもれとなってい

ないか｡

L聖堂 ⊥ ｣

適格現物出資が行われた場合には､現物出資牲人の移転資産及び移転負債は､適格現

物出資の直前の帳線価額により被現物出資法人に蔑課 したものとされることから､適格

現物出資により被現物出資法人が移転を受けた減価償却資産は､現物出資故人の適格現

物出資の直前の税務上の帳静価額により取得 したものとされます (浜添62の4①)｡

この税務上の帳韓価額には､現物出資駄人の適格現物出資の 日の属する事業年度前に

償却限度超過額がある場合､これも含まれることとな.り渡す (法令 123の 5).

なお､適格現物出資により現物出資法人から移転を受けた滅価償却資産の取得価額杜､

次の金額の合計額 となります (法令 54①五ロ)0

1 現物出資駄人が適格現物出資の日の前 日を寄集年度終了の日とした場合に当惑事業

年度においてその滅価償却資産の償却限度鶴の計算の基礎 とすべき取得価額

2 枚現物出資牧人がその資産を事業の用に供するた糾 こ直接要 した費用の額

また､被現物出資法人の適格現物出資の 日の属する事菓年度以後の損金経理額に柱､

現物出資駄人の当該事業年度の期中損金経理額 として帳静に記載 した金額及び当該事業

年度前の換金経理額のうち､損金の額に算入 されなかった金額 (償却限度超過額)が含

まれます (法法 31Q))｡

｣室墜虹｣

<被現物出資法人の適格現物出資の日の属する事業年度分 〔別表十六 (-)〕>

･.l題区二分一陣 炉 1 建 物 適格現た減価償 墾塾幽盟遺去月企建物 80.000

欄 避 2

細 目 3

取 得 率 月 日 4.
都策の用に降 し た 年 月 5

耐 用 申 数 6 甲

取終価一軒取得侶鱗又沈澱作価額 7 外 円

8

m-旧l 9

咲餐顔 10 80.000∴

･ . - -M El現物出資鉄人から移転をシ r ヽ 帳薄

ナた資産につt.て､ 価で引き糾 ､でいるかB 外△ 80,000 人の適格現物出資の直前の償却限
度超過額を引き継いでいるか○

額ー 外 10,000
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資故人鰐》

r∴ t∴tT一
適格現物出資により引継ぎを受ける城傭償却資産の適格現物出資の日の属する事業年

度前の償却限度超過額が､引継ぎもれとなっていないか確瓢する必要があります (駄汝

31◎)｡

[二豪=互 ]

適格現物出資により引継ぎを受けた減価償却資産た係る取扱いには､次のようなもの

があります｡

1 現物出資法人から移転を受けた演備償却資産について､被現物出資故人が適格現物出

資時に帳静に記載した金額が､現物出資政人の適格現物出資直前の帳停価額に満たない

場合には､その清たない部分の金鰍 ま､被現物出資故人の適格現物出資の日の属する事

業年度前の各事菜年度の損金経理額とみなされます (漁法 31⑤､法令 61の4-)｡

2 現物出資駄人から移転を受けた減価償却資産は､現物出資故人がその減価償却資産

の取得をした日において､被現物出資牧人が取得したものとみなして､償却の方綾を

適用します (駄令48の3)｡

3 現物出資猿人から移転を受けた減価償却資産の耐用年数は､中音資産の耐用年数に

よることができます (耐令 3①②)｡
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(繰延資産(D)

適格現物出資により移転を受けた契約等に係る繰延資産は､適正

に引き継がれているか｡

｢譲 二FT r 1

適格現物出資を行った場合において､次の繰延資産は､現物出資法人の適格現物出資の

直前の梶棒価額により被現物出資汝人に引き継ぐものとされています(法法32④二､⑤)｡

イ 移転する資産､負債又は契約と密接な関連を有する繰延資産

口 移転する資産､負債又は契約と関連を有する繰延資産のうち現物出資故人が期中粗金

経理額の損金算入の対象としたもの

ハ 移転する資産､負債又は契約と関連を有する繰延資産のうち所定の届出を行ったもの

｣ 襲撃垂｣
銀将絹操庇に1第る去恭な甲項C)明幼者

A産 カ 耕地榊伽磯奴1せ 掛分 湘` '圭慧誓特編成Q.,.t.芸驚 箪hmlt'告発 芳 墨I:詔

I和 学 Jl a牡t5教典此 OrJ+++好評■.■人b r▼トナー1也F.,Lヰ1薗転献 ｢~- 描 ≡≡…:悉虫I 一幾 汚 宗 !花に 感

■書 や

じ′yカブ一尺11℃.氏.ち

ftJA甘 Z+刃
■t■Lr jl

∴ 目 蓋 芸 竿 w w L転 を 受 け る資 産 ､負 債 又 は 契密 按 な 関 連 を有 する繰延資S引き継がれているかふ格現物出資により､移転する資産､負債 +*u毒す†‡:b吉良⊥† r vrt-■ 史】tAや

加 入 弘勺 pF Fl.触.放る▼JWrI+ 【 >.ZF切TEtJ'lll +1■す
f E)4

I-.tt I.+

◆ t IL la EIL▲*CZJn■I.IT.廿

LiLhJi+i
戟叫払人や仇良Bl代n422tqSl

〟

は JI ぜ

二m Lt.n Ill

メZdL恵qtll † 一 qiJt † ヰ

bI+キ 打

輿堤 正 を い ■A y ▼La nFqL ､ こ"いて､ ヽ -

■さ※れているか○期中換金経理を行っている頃合には､期中換金経理に係る届出書が提出されているか○ ▲
-.q十l ■ L

l要職討尊重｣
適格現物出資により移転を受ける繰延資産のうち､現物出資により移転を受ける資産､

負債又は契約と関連を有するもの (密接に関連を有するもの及び期中損金経理額の損金

算入の対象となったものを除く｡)について､現物出資故人が r適格分割等により移転す

る資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出番｣を提出しているかを確蒸す

る必要があります｡
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(繰延資産② )

適格現物出資により移転を受けた契約等に係る繰延資産は､適格
現物出資の直前の現物出資法人の帳簿価額により適正に被現物出資

法人に引き継がれているかO

L旦 廷⊥｣
適格現物出資が行われた場合に杜､現物出資駄人の移転資産又は移転負債は､適格現

物出資の直前の帳静価額により被現物出資故人に譲渡 したものとされることから､適格

現物出資により被現物出資故人が移転を受けた資産､負債又は契約に係る繰延資産は､

現物出資故人の適格現物出資の夜前の税務上の帳鯨価額による取得をしたものとされて

います (抵捺32◎二)｡

この税務上の帳静麻額には､現物出資猿人の適格現物出資の日の属する寄集年度前に

償却限度超過額がある場合､これも含まれることとな ります (法令 123の 5)｡

着眼点

① - - - - る明 税率 還 紅 回 ( - 餐- ,

i

2 昭 呼 噸 将 ･昭
早 平 辛 平 平

a 円 円 n 円 円

低 鞠.期 榊 の 月 敢 4 刀書 月 局 月 月す るか ら適格現物出資の日の策年度に現物出資駄

_a

6 i 審引._＼ロ[可らのE司A過32

当 期 分 の 解 却 破 庶 親･31×愚 円 き継いだ繰欄は､適 ー延資産である場格現物出資の日か

当 期 償 却 額 78

その事業年度終了の 日まで月数となっているか○o欄は､現物出資駄人の適格物出資の直前の時の償却超

忘 恒 至mA 領 呈 仙｢

Sl償 潮路 6戸 畑 f
額 と-致 しているか (法法⑥)○
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Ld

被現物出資故人が移転を受けた繰延資産について､現物出資政人の適格現物出資の日

の属する事業年度前に償却超過額がある場合には､被現物出資抵人に当該償却超過額が

適正に引き養鯉がれているかを確認する必要があります｡

[二重二重コ
適格現物出資の場合､現物出資絵人から移転を受けた繰延資産について､被現物出資

故人が適格現物出資時に帳簿に記載した金額が､現物出資法人の適格現物出資直前の'帳

簿価額に満た率い場合には､その満たない部分の金額は､被現物出資法人の適格現物出

資の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなされまチ (駄法 32(争､縫合

66の2-)0
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Ⅳ 現物出資稀 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資政人編))I

(欠損金額(令)

適格現物出資に該当することをもって､現物出資法人の未処理欠
損金額を被現物出資法人に引き継いでいないか｡

∴∴fj_一

発処理欠損金額を引き継 ぐことができるのは､適格合併及び合併類似適格分割型分割

に限られています (放散 57②)｡

したがって､現物出資の場合は､適格現物出資に該当するときであっても､現物出資

政人の未処理欠損金額は､披現物出資法人-引き継ぐことはできません｡

L旦堅垂｣
<誤りの例>

欠損金又は災審損失金の損金乱入に関する明綿密 悪霊 柑 3.31 地人eg, 被現物出資法人

JyL認 布 野 T= & e) 将 校 除 朝 玉 柏 横 複 軸一日ーL=l
1 2 皇

㌣1 円 一㌦ 一一一一一

/

183.31 3,000,000 .3.000.000 円

汁 3.000,000 3,COO,000 i
1内分 失 ln 免 税 1.000.000 _/鷲のラち 災 醇 一 視 生 食岬 メ/常 也 欠 的 ゑ 1,000,000 4,000,000

女 給 p㌦--〟 前期の翌期繰越額 と､当期の控除未済欠損金額が一致していない○

若 緑 3‥轟 ∃被現品蛸 法人 1

革 帯 年 収 は 分 当 用 控 抑 幻 E- LTl や溝 也(ーi-(剖
I i a l ユ

I; i).N′一一一一一一.- ㌦ 一一

_一.′一一一一一- 一一一′ ･.I.

183.31 5.000.000 4.000..000 11000_000 円

193.3ー i.000,000 1,000,000

汁 6.000,000 4,GOO,000 2,000.000

当用十 欠 7見 Bp 頭 ▲ 〟 --.A-一一一㌦
引 細 _/辞 くら 欠 伯 虚
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欠現金又は災轟親犬魚の換金算入に関する糊 菅 等 霊 1g331 &̂ & 現 物 出資法人 l

鮮 卑 滞 讃 . R 分 妓搾船跡欠Ia企滋 粥 児 詑 払 満 盟 Lm 破 損 一首I三!-t23
I 2 3

■ 河 _/ /
㌦ ′

円

ー83.31

& 3,000.000 一,000,000 2,000,000

･ l鵡お 火 . 幼 食 ● が 欠jtI食の恐崩し包 ノー一一一- 一一一一一河上くさらち 況 争 ぬ 免.血･3司 //音 名 欠 m 血

合 計 l l/ ~̀'】I_/ .I

終金井人に閑 前期 の翌期繰越額 と､当期 の綾 除未済欠 換金

■観 が一致 してい ない○

脊 若 芸20●3●31.%人名 現 物 出資法人 (被

軒 昂 iz三 蛭 肝 分 放 免糸価 大船b淡E急押す月盟 r_棚芝r.温即と盈 茨】ヨ1ll望む1粒 が
I l Z 2 3

Il 現物 出資故人 の未 処理欠損金額 を

l現物 出資駄人 に引 き継 いでい率いかI

1g3■31. i
; 0; ; 0
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資主監人編》

(欠損金額(診)

適格現物出資の直前に特定資本関係が生じているにもかかわら

ず､被現物出資法人の欠損金額の全数をそのまま繰り越していない

か｡

｢五 言｢ 1

適格現物出資が行われた場合であっても､現物出資猿人の未処理欠損金額を引き継 ぐ

ことはできず､また､一定の場合は､被現物出資牧人の欠損金額の繰越しが制限されま

す｡冬体的には､下図のとおり特定資本関係が被現物出資故人の適格現物出資の日の属

する事業年度開始の白の 5年前の日以後 (Aの期間)に生じている場合には､その適格

現物出資が共同で事葉を営むためのもの (みなし共同事業要件)に該当する場合を除き､

次の欠損金短はないものとされます(睦汝 57⑤)｡

1 被現物出資故人の特定資本関係事業年度前の各事業年度で前 7年内事業年度に該当

する事業年度において生じた欠損金額 (被現物出資按人において前 7年内事業年度の

所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び添人税浜第 80条の欠損金の繰戻し

による還付の規定により藩付を受けるべき金額の計算の基礎 となったものを除きま

す｡)

2 被現物出資猿人の特定資本関係事業年度以後の各事業年度で前7年内事業年度に該

当する事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等横矢板に相当する金額

から成る部分の金額として政令 鹿 令 112⑳)で定める金額

㌶ 非適格現物出資の場合には､欠損金額の繰越制限はありません｡

H13/3 m4/3 H15/3 H16/3 如け/3 rE17的 7119/3
被現物出資法人

現物出資法人

事薬年度開始の日の5年前の日
日14.4.1

[軽 索 車重 ]

tt12/9 m3/9 H14/g R15/9 HIS/9 日17/9 日18/9 [119/普; H20/9
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資法人編》

L_墾墾冬｣

豊 董語 手誓品認 合の調幾後の舶 来敵 船 領 空芸ト 区 名桓現物出資法人 刺.衷 ■七(-)付義警‡四

本義年度欠料金の区 分膵 警務等随一wf惑登米 馨慧撃 率 憲讐 Z的笈.歳の舶来詳細金較被合併法人6日,,a年度 -l

t ELI . J 円･J＼/＼ノ＼ノ＼′､Jヽノぐヽ/＼/～

の :

窟払合併等Lの叫 遠軽合併.適格分利く澄蕗功劫出BH 古格合併等の臼ハ/I
錐救法人の叫 舶相場 (細 : )A.頭注̂) 事総資本随搬生日ー

対顔法人の帯食年度欠料金の

欠娩金鉄又は当採泣入静定洋本的供す来年度欠放血析又J2校除鬼謀欠頒金額〔蓋望遠誓書】鹿塀のうち特定栄血統怒槻央相当額以外Q)(9)-0丑 t ta it O

区 分

4 6 ､ 7. 8

円みなし共同事業要件を聯たして fzZ ｢ポイ'ト｣の1及び

特定資本関係 K

･被現物出資牧人において生じた欠痘金額 (被現物出資浜人

の前 7年内重美年度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ

れたもの及び欠損金の繰戻しによる還付額の計算の基礎とな

ったものを除きます｡)をいいます (綾絵 57(9)a

･いずれか一方の猿人が他方の故人又は同-の者 (個人であ

る場合には､傭人及びその個人と特殊の関係にあるもの)に

よってそれぞれの故人の発行済株式等 (自己株式等を除きま

す｡)の50%超の株式等を直接又は間接に保有する関係をいい

ます (払法 57③､換令 112④)a

特定資本関係事業年度 - 現物出資路人と被現物出資故人との間に特定資本関係が生

じた日の属する事業年度をいいます (汝絵 57⑤-)｡

前7年内事業年度 .･･･被現物出資猿人の適格現物出資の日の属する事業年度開始

の目前 7年以内に開始した各事業年度をいいます (洛駄 57⑤

---)｡

特定資産譲渡等損失額 - 次の金額の合計額をいいます(添駄 62の7②)｡

(1) 特定引継資産の譲渡等による損失の額の合計額から特定

引継資産の譲渡又按評価換えによる利益の額の合計額を控

除した金額

(2) 特定保有資産の穣渡等による損失の額の合計額から特定
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保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控

除した金額

特定役員等 - 〟- I.役員又は社長､副社長､代表取締役､代表執行役､専務取

締役若しくは常務取締役に準ずる者をいいます (法令 112⑦五､

⑨)｡

特定役員 ･- - I･.社長､副社長､代表取締役､代表執行役､専務取締役若し

くは常務取締役又はこれらに準ずる者で駄人の経営に従事し

ている者をいいます (浜令 112⑦五､⑨)｡

ト ･_⊥ 二･

その適格現物出資が共同で事業を営むたやのもの (みなし共同事業要件)に該当する

かどうかは､次の ｢みなし共同事業要件判定フロー｣により各要件を満たしているか確

認し､被現物出資故人の欠損金額を繰り越せるかどうかを検討する必要がありますO

みな し共同事業要件判定フロー

- 353-

この文書は、情報公開法第９条第１項により開示請求を行ったものです。



Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資抵人編》

(資産 (負債)調整勘定任))

非適格現物出資において交付した金銭等の価額の合計額と移転を

受けた資産等の時価純資産価額との間に差額が隼じている場合､資

産(負債)調整勘定を認識しているか｡

[二重 三 二]

非適格現物出資により､現物出資法人から資産又は負債の移転を受けた場合に､被現

物出資故人がその非適格現物出資により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額

(時価)の合計額 (支払対価)と､その非適格現物出資により移転を受けた資産及び負債

の時価純資産価額との間に差額が生じている場合に臥 その差額は､資産(負廟 調整勘

定として処理することとなります(法駄62の8)｡

L蓬墾皐｣

支払対価(1,350) > 時価純資産価額(600) の場合

現物出資により移転する
資産 ･負債 被現物出資法人受入 B/S
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資法人締》

支払対価 (500) < 時価純資産価額(600)

現物出資により移転する資産 .負債 被現物出資法人受入 B/S

｢音 声 こ 可

資産調整勘定 Y

資産等超過差煉 ･

･非適格現物出資による被現物出資故人の支払対価の うち､移

転を受けた資産及び負債の時価純資産価額を超える部分で資産

等超過基板に相当する金額以外のものをいいます (汝浜 62の 8

①､汝令 123の IO④)｡

･非適格現物出資により交付された株式等のその現物出資時の

価額が交付することを約 した時の価額 と著 しい差異を生 じてい

る場合のその差額に相当する金額をいいます (法令 123の 10塔)､

法規 27の16)a

退職給与負債調整勘定 - ･非適格現物出資に伴い現物出資故人か ら引継ぎを受けた

従葉音につき退職給与債務の引受けを行った金*に係る負債調

整勘定をいいます (牲法 62の 8⑧-)O

短期重要債務見込額 ･･- 非適格現物出資により現物出資法人か ら移転を受けた事

菜に係 る将来の債務 (当該事業の利益に重大な影響を与えるも

のに限るものとし､退職給与債務引受けに係 るもの及び既にそ

の履行をすべきことが確定 しているものを除きます｡)で､その

履行が当該非適格現物出資の日からおおむね 3年以内に見込ま

れるものについて､被現物出資牲人がその履行に係る負担の引

受けをした場合の当該債務の額に相当する金額 として政令で定

める金額をいいます(法浜62の8②二､睦令 123の 10⑧)｡

短期重要負債調整勘定 ･- 短期重要債務見込額に係る負債調整勘定をいいます(浜法

62の8⑥ニ)0

差稔負債調整勘定 - ･非適格現物出資による支払対価が､移転を受けた資産及び負

債の時価純資産価額に満たない場合のその満たない部分をいい

ます (法法 62の8③⑦)｡

L ･
非適格現物出資により移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額 と支払対価 との間

に差額が生 じている場合には､その差額の生じた理由を明らかにし､その受入価額及び

調整勘定の取崩しに係る損金 (益金)算入が適正に行われているかを確認する必要があり

ます｡
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(資産 (負債)調整勘定②)

非適格現物出資に係る被現物出資法人に生 じた資産 (負債)調整勘

定の損金(益金)算入額は適正に計算されているか｡

,.､i.rL"
資産(負債)調整勘定に係る損金(益金)算入額は､次により計算することとなります｡

資産調整勘定

損金算入額 -当初計上額×当該事業年度の月数
(漁汝62の8④)

資産等超過義鎮 Z -- ---- -l

原則､損金不算入(駄令 123の10④)

退職給与負債調整勘定
次のいずれかの方鞍(政経62の8⑥-)

益金算入額

(依命 123の10⑩)

益金算入額

(接令 123の10 ⑲ )

退職給与引受従菓者の数① 妄蔓首肯右b-(議議
対象従来者)の数

①のうち､従業者で
なくなったもの又

× は退職給与の支給

又は

二 減額対象従業者に係る退織給与引受従業者の退

職給付引当金額に相当する金額

短期重要負債調整勘定

益金算入額(牲駄62の8⑥ニ)

差額負債調整勘定

益金算入額

(浜陰62の8⑦)

賢漂書芸笑慧塁琶慧 誓慧讐 笠慧芸還

芸墓誌霊慧慧霊芝讐 又は した場鰯 その時

墨書窓 の額に相 違雷雲慧 芸債詞

当初計上額 × 当骸事業年度の月数
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r~~∴｣

慧 {;57='% る- - 審 劉 三 二g:評 照 現 物 脚 人 , 別表十(i)警I

非- 合 gF等の目す 20. .2 .L1 被合併- 等の- F

非 適 格 合 併 時 の可 非道- 俳 .非滴絡分割.率 ~現車 車重 .審- 紙受 け

資産那*静定の金Wの明 ⊥ゝ ー 1 円750 過蔵給与負法嗣#勘定のA.顔の雑 u 円400

分の金研 四岩上i終7*輿年度又は連 ー結客#年皮分

1ご 10

2 500

13 円0
(1)-(2) 3 250

((禽 ×検断 納 鮮 噺 又鯛 別 14 40

期 首 資 産■嗣 怒 静 定 の 金 銀 4 0 (((L引碓者欺)又は郎脚井に15 0

(? 判 子は̀4〉 5 50 よる金紛(¢l)Rは細)-(沖-0分. 16 360

8 200

短料 王718 300

差額負a訴i改定の金額の明細 差額負債開港静定あ当初計上額 7 盈S負債粥:l勘症の金棉の明棉 0

金根)又結伽) 19 08

遠路分封､適格痩物出資又は適格濃密角供調整静定の金額 20 o

('7'XfW )又は(S' 9 8B)-09)-CZO) 21 0
の 10

((lD又はW )-(19)-QO)一郎 22 300

･ 当 該 事 業 年 度 の 月 数 (12月 )によ って い る か 〇･ 現 物 出 資 の 日か ら事 策 年 度 末ま で の 月.数 で は な い o
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 二被現物出資法人編》

[二重 享;互]

資産調整勘定 ･.･I.I.非適格現物出資による被現物出資故人の支払対価のうち､

～移転を受けた資産及び負債の時価純資産価韓を超える部分

で資産等超過差幾に相当する金額以外のものをいいます

(法駄62の8(∋､駄令 123の10僅))0

資産等超過差額 ･- ･.･非適格現物出資により交付された株式等のその現物出資

時の価額が､非適格現物出資により交付することを約した

時の価額と著しい差異を生じている場合のその差額に相当

･する金額をいいます(扱令123の10④､汝規27の16)0

退職給与負債調整勘定 .L･非適格現物出資に伴い現物出資故人から引継ぎを受けた

従業者につき退職給与債務の引受けを行った金額に係る負

債調整静定をいいます(汝汝62の8⑥-)｡

退蔵給与引受従弟か ■･･.非適格現物出資に係る被現物出資故人が､現物出資法人

から引継ぎを受けた従業者で退職給与債務の引受けの対象

とされた者をいいます(汝汝62の8⑥)o

減額対象従業者 ..･･.･退職給与引受従業者のうち､被現物出資終人の従業者で

なくなったもの又は退職給与の支給を受けたものをいいま

す(抵令 123の10⑳)a

短期重要負債調整勘定 t.N短期重要債務見込額に係る負債調整静定をいいます (法

駄62の8⑥二)｡

短期重要債務見込煉 .I.･非適格現物出資により現物出資故人から移転を受けた事

業に係る将来の債務(当該事策の利益に重大な影響を与える

ものに限るものとし､退職給与債務引受けに係るもの及び既

にその履行をすべきことが確定しているものを除きます｡)

で､その履行が当液非適格現物出資の日からおおむね 3年以

内に見込まれるものについて､被現物出資法人がその履行に

係る負担の引受けをした場合の当該債務の額に相当する金

額として政令で定める金額をいいます(駄汝62の8②二､浜

令 123の10⑧)0

養親負債調整勘定 .･I.･非適格現物出資による支払対価が､移転を受けた資産及

び負債の時価純資産価轡 こ浦たない場合のその満たない部

分をいいます(抵韓 62の8③⑦)｡

L:･･∴･
資産調整勘定及び差額負債調整勘定を非適格現物出資が行われた寄集年度以後の各事

業年度において､損金算入又は益金算入しているか確瓢する必要がありますD

-358-

この文書は、情報公開法第９条第１項により開示請求を行ったものです。



Ⅳ 現物出資編 《4現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資法人編か

(圧縮記帳 に係 る特別勘定)

非適格現物出資であるにもかかわらず､現物出資法人が設定した

圧縮記帳に係る特別勘定の引継ぎを受けていないか｡

｣塑 主上｣

適格現物出資に係る披現物出資法人において圧縮対象資産の取得等をすることが見込

まれる場合には､当該被現物出資故人は､現物出資牧人が有する圧縮特別勘定の金額のう

ち当該取得等に充てようとする部分の金額及び期中特別勘定の金額の引継ぎを受けるこ

ととされています (汝法43⑨三､'48⑧三､措拾 64の2④三､65の8④三､65の 12⑤三､

65の 14(診三).

なお､この引継ぎを受ける場合には､現物出資法人によって､その適格現物出資の日以

後 2月以内に帝別勘定の金額の引継ぎに関する届出書が納税地の所蒔税務署長に提出さ

れている必要があります (添絵 43⑨､48⑨､拷駄 64の 2⑤､65の 8⑤､65の 12⑥､65

の 14(む)｡

-方､非適格現物出資の藤倉には､現物出資法人から圧縮記帳に係る帝別勘定の引継

ぎを受けることはできません｡

- -lt

粗放再相成に探る主賓 な帯項の明甥嘗 被 現 物 出資 法 人

･現物出来法人 :㈱0〇

･枚現物出資法人 ヱ㈱ロロ

非 適 格現物出資

圧縮特別勘定 かかいでかゝ釈かo

咋一ヽ7=R.i -代p L首 hl)n

.7- 71E t< n

七う-iLl?.Vp卜.VJE.Ill.=3品人′群 9f

非適格現物出資であるにもわらず圧縮特別勘定を引き継いないかo非適格現物出資であるにもカわらず､現物出資汝人によってつて届出番が握出されていない ▲fEW.叫7ryiー1 L､

代.tFF廿= #_TV
I?′′.ーT,梓lーJl+1.～71JkqtLElノー亡書
fLl
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Ⅳ 現物出資編 《4現物出資に係る移転資産等の処理 .被現物出資法人編》

(外国税額控除)

適格現物出資が行われた場合､現物出資法人か

｢･ltl･･･

適格現物出資が行われた場合において､被現物出資法人が､適格現物出資の目以後 3月

以内に所轄税務署長に届出者を発出することを条件 として､現物出資故人から現物出資事

業に係る分割等前 3年内事業年度の控除余裕額又は控除限度超過額を引き継 ぐことができ

ることとされています (除法 6g⑤⑥､汝規 29の 2)｡

l 着眼点 l

被現物出資法人現物出資法人

<現物出資法人の分割等前 3年内事業年度に対応する被現物出資法人の事業年度>

現物出資法人の事業年度 対応する被現物始発法人の事業年度

(丑 現物出資法人の分%JJ等前 3年内事農 現物出資法人の分割等前 3年内事業年度開

年度 (②及び③に該当するものを除く勺) 始の日の属する被現物出資法人の各事業年皮

(参 現物出資法人の適格現物出資の日の尾 現物出資法人の分割等前 3年内事業年度終 ■

する事業年度開始の日が､被現物出簸法人 了の日の属する被現物出資法人の各事業年

の適格現物出資の日の属する事業年度開始の目前である場合の現物出資法人の分割等前 3年内事業年度 . 度

③.現物出資法人の分割等前 3年内事業年 被現物出資法人の分割東経等事業年度開始

.度のうち､被現物出資法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始 したもの の日の前日の属する事業年度
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Ⅳ 現物.'ij資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 :被現物出資法人編》

[二∈重互]
分割等前 3年内事来年度 ･-●適格現物出資の日の属する事業年度開始の目前 3年以

内に開始した各事業年度をいいます (法浜 69⑤三)｡

分割承継等事菓年度 ･.･.･被現物出資法人の適格現物出資の日の属する事業年度

をいいます (牲令 146(診三)o

L選 撃墜整準｣
届出書の内容どおりの引継ぎが行われており､かつ､その対象とした寄集年度が適正

であるかを確琵する必要があります｡

L互選｣
現物出資法人の控除限度額又は控除対象外国猿人椀の額のうち移転を受けた事業に係

る部分の金額杜､その現物出資法人のそれぞれの事業年度ごとに次の算式により計算し

た金額とさか′ています (給食146⑨)8

〔現物出資法人の移転事業に係る控除限度額〕

現物出資牧人の控除 現物出資故人の移転事衆に係る国外所得金額
× -

限度額(牲 1) 現物出資故人の国外所得金額

(注 1) 現物出資故人の分割等前3年内事業年度において駄人魂の額から綾除

した控除対象外国故人税の額に相当する部分の金額を除きますO

〔現物出資法人の移転事業に係る控除対象外国法人税の短〕

現物出資故人の移転事業に係 (A)-((A)のうち既に控除された金額(注2))

る控除対象外国政人税の額 × 現物出資法人の控除対象外国故人税の額(A)

(牲 2) 既に控除された金額とは､現物出資法人の分割等前3年内事業年度に

おいて法人税､道府県民税､市町村民税から控除した金額をいいます｡
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Ⅳ 現物出資編 《4現物出資に係る移転資産等の処理 ･被現物出資抵人編》

(デ ッ ト Lエクイテ ィ ･スワップ)

非適格現物出資に該当するデット.エクイティ.スワップが行わ

れた場合､被現物出資法人(債務者)における資本金等の級の調整は

適正に行われているか｡

[=重さ 王]
新株の発行に伴い増加する資本金等の額については､払い込まれた金銭の額及び給付を

受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額とされています (給食 8①

-)｡こg)たや､被現物出資故人が非適格現物出資に該当するデット エクイティ ･スワッ

プ (DES)により自己宛債権の給付を受けた場合､増加すろ資本金等の額は､その給付

を受けた債権の時価に相当する金額となります｡

. したがって､その債権の時価が混同(※)により消滅する債務の板絵価額を下回るときさま､

その差額を債務消蝶益 として瓢識する必寮があります.

適格現物出資の場合には､現物出資法人から移転を受ける債権の適格現物出資の直前の

当該現物出資故人の軽薄価額に相当する金額が被現物出資故人において増加する資本金等

の額 となります (駄令8①ノし)｡

※ 混同とは､債権 と債務とが圃…の者に帰属することをいう｡

L垂旦む｣
<被現物出資法人のDES直前のB/S(税務)> <被現物出資法人のDES直後のB/S(税務)>

<会社仕訳>

負債 300/ 資本金

増加する資本金絃時価によ
っているか｡

債務消滅益の計上が行わ

れているか｡
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Ⅳ 現物出資編 《4 現物出資に係る移転資産等の処理 二披現物出資法人編》

lFL ワード l

デット.エクイティ Kスワップ (DES)- ･債務 (Debt)と株式 (Equity)を交換

(swap)する取引をいい､債権者がその有する債権を債務者に対 し

て現物出資することをいいます｡このため一般には r債務の株式化｣

ともいわれています｡

L旦_撃｣
会社更生法等の絵的整理及び…定の私的整理においてデット･エクイティ ･スワップ

が行われる場合に捻､そのデット エクイティ .スワップによる債務消滅益の額は､会

社更生駄等による債務免除等があった場合の期限切れ欠損金の槻金算入制度の対象とな

ります (抜放 59①-､②-)｡
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Ⅳ 現物出資編 《5 現物出資に伴う所得計算の特例 :現物出資抵人編》

(減価償却資産)

現物出資法人が適格現物出資により移転する減価償却資産に係る

減価償却費を費用の額として計上している場合は､期中損金経理額

等の損金算入に関する届出書が提出されているか｡

い :･l_｣
適格現物出資により減価償却資産を被現物出資法人に移転する場合において､現物出

資狂人がその滅備償却資産について償却額に相当する金額を費用の額としたときは､そ

の額 (期中損金経理額)のうち､適格現物出資の日の前日を事業年度終了の日とした場

合に計算される償却限度額に相当する金額に凄するまでの金額按､現物出資故人の適格

現物出資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上､換金の額に算入することとされ

ています (汝汝 31(参)｡

この場合､現物出資法人は､適格現物出資の日以後 2月以内に r適格分社型分割等に

よる期中損金経理額等の損金算入に関する届出書｣を納税地の所轄税務署長に提出する

必要があります (経験31③､法規21の2)｡

l箸眼点l
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Ⅳ 現物出資節 《5 現物出資に伴う所得計静の特例 ･現物出資泣入編》

<現物出資の日の属する事業年度の前事業年度分>

[二重蓬 コ

r適格分社型分割琴による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書｣には､以下

の事項を怒戟する必要があります (汝規21の 2)｡

1 現物出資故人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

2 被現物出資抵人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3 適格現物出資の日

4 被現物出資猿人に移転をする減価償却資産に係る期中損金経理額及び償却限度額に

相当する金額並びにこれ らの金額の計算に関する明細

5 その他参考となるべき事項
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この文書は、情報公開法第９条第１項により開示請求を行ったものです。



Ⅳ 現物出資締 《5現物出資に伴う所得計算の特例 :現物出資法人締》

(繰延資産)

現物出資法人が適格現物出資により移転する繰延資産に係る償却

費を費用の額として計上している場合は､期中損金経理額等の損金

算入に関する届出書が提出されているか｡

:1 ､_い ∴

適格現物出資により移転する資産､負債又は契約と関連を有する繰延資産を引き継ぐ

場合において､現物出資法人がその繰延資産について償却額に相当する金額を費用の額

としたときは､その頼 (期中損金経理額)のうち､適格現物出資の日の前日を事第年度

終了の日とした場合に計算される償却限度額に相当する金額に逮するまでの金額は､現

物出資法人の適格現物出資の日の属する事策年度の所得の計算上､損金の額に算入する

こととされています (法法32(診)｡

この場合､現物出資法Aは､適格現物出資の日以後 2月以内に r適格分社型分割等に

よる期中損金経理額等の換金算入に関する届出審｣を納税地の所轄税務署長に提出する

必要があります (法故 32(卦､汝規 21の3)｡

国司コ三 千二11-1可二王工1 三 ∃ 三 下コ至1二]:～L■.ゝ止ニ

ー 36 6 -
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Ⅳ 現物出資編 《5 現物出資に伴う所得計算の特例 :現物出資故人編》

<現物出資の日の属する事策年度の前事業年度分>

別
薮
十

六
開

平
二
十
･
g
(

1
家

路
丁
群
来
年
鹿
又
は
遇
籍
藁

年
度
分

i 参 考 E

｢適格分社型分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出啓｣には､以下

の事項を記載する必要があります (添規 21の3)｡

1 現物出資牧人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

2 被現物出資猿人の轟称及び納税地並びに代表者の氏名

3 適格現物出資の日

4 被現物出資故人に引き継 ぐ繰建資産に係る期中損金経理額及び償却限度額に相当す

る金額並びにこれらの金額の計算に関する明細

5 4の繰延資産が関連を有する資産等の種類及び名称並びに関連があると認心 られる

説明

6 その他参考となるべき事項

- 3 6 7 -
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Ⅳ 現物出資編 《5 現物出資に伴う所得計算の特例 現物出資故人編》

(一括償却資産)

現物出資法人が適格現物出資により移転する-括償却資産に係る

損金算入額を費用の額として計上している場合は､期中損金経理額

等の損金算入に関する届出書が提出されているか｡

｢前 ｢1
適格現物出資により被現物出資法人に一括償却資産 (適格現物出資により移転する事

業の用に供するために取得 したものであり､かつ､それを証する事項を記載 した蕃類が

保存されているものに限ります｡)の引継ぎを行う場合において､現物出資故人がその一

括償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは､その額 (期中

洩金経理額)のうち､適格現物出資の日の前日を事業年度終了の日とした場合に計算さ

れる損金算入限度額に相当する金餌に達するまでの金額は､環物出資故人の適格現物出

資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上､損金の額に算入することとされていま

す (法令 133の2(診､汝規 27の 18)｡

この場合､現物出資故人は､適格現物出資の日以後 2月以内に ｢適格分社型分割等に

よる期中損金経理額等の損金罪人に関する届出番｣を納税地の所轄税務署長に提出する

必要があります (法令 133の2@､括規27の17)｡

L蓬堅垂｣

組的 編 成,=係る畠的 事舶 明細凍 言 霊 昏人猫 現物出資法人

I金鉄.分朗(増野 後批卜)言l紘沌隆盛fl一一)適格鑑分摩 批 灸 ' 奇 相

卑称及び所在地 j ぺ艶物出資法人 ;㈱00 ぜ鞠 雷品 普選 鮎 慧 品

-被現物出資法人 ;㈱□口 (ち㌔...～JI秋 T,JJ P 也Llr'ztlぎ専任与人 血 lタ'}ガ-り良J.t斗税 収 均ly'} )代 か#托 Ja
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Ⅳ 現物出資編 《5 現物出資に伴う所得計静の特例 :現物出資睦人稀》

<現物出資の日の属する事業年度の前事業年度分>

(D 一括脚 栄釦 鳩 細 入に飢する胸 算 rv,U/粍中u又Pと-迫昏 故人9, 現物出資法人(

i午 .V . 7 . .8 ' . 子 . - 芸*嘩 :x:.翠 (elm5}l

a 円 tq 与Ll . 円600 円300 Ft)400
y 用 9> 月 辞済 刀 刀 斗 31 呼 刀

餌x % i H 円 R r= 円 円

境.成 約 免 罪 入 故 i

別
姓
十
六
細

雪

]+

･四二
以
放
線
?
女
弟
串
攻
又
は
法
的
野
点
革
ま
分

<現物出資の日の属する事業年度分>.

① 噸 軸旋鑑の敢縦 脚 る醜 歩 I繭 巨 : 回 { 現物鵬 - ,

I 辛 -1ニ ー 早 , ～.早 . - 中 一 - 芸x:,知.妄x2押 f践純分)

i 円 巧 打 F1150 F事200 FZ3

項 粥 の )).蘇脚 凝慧I1 rl 刀 JJ ノ! }7
幻 }持 分C〉倒金持入出〉 持 巧 粥 円 持 tL

耳 l＼城少してい 令-一括償却資産カ
心

ることから､現物出資により移転 していないか確瓢する必要がありますO 下 見 f粥
TGiLI 7

一言 ¢ 材β
蒜ー荊 榊 か も の

止 亘 ｣

r適格分社型分割等による期中損金経理塀等の損金算入に関する届出書j には､以下

の事項を記載する必要があります (法規 27の 17)o

l 現物出資蔭人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

2 被現物出資故人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3 適格現物出資の日

4 被現物出資牧人に引き継 ぐ-楕償却資産に係る期中損金経理額及び損金算入限度額

に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細

5 その他参考となるべき事項
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Ⅳ 現物出資節 《5 現物出資に伴う所得計算の特例 :現物出資法人稀》

(繰延消費税額等)

現物出資法人が適格現物出資により移転する繰延消費税幾等に係

る損金経理幾を費用の額として計上している場合は､期中損金経理

額等の損金算入に関する届出書が提出されているか｡

LR:仁とL｣

適格現物出資により被現物出資法人に繰延消静税額等 (適格現物出資により移転する

資産に係るものであり､かつ､それを託する事項を記載した書類が保存されているもの

に限ります｡)の引継ぎを行 う場合において､現物出資故人がその繰延消費税額等につい

て損金経理額に毎当する金額を費用の額としたときは､その額 (期中損金経理額)のう

ち､当該繰延消費税額等を60で除し､これに適格現物出資の日の属する事業年度開始の

日からその現物出資の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額に達するまでの

金銀は､現物出資駄人の適格現物出資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上､損

金の額に算入することとされています (法令 139の4⑦､汝規 28の3)o

この場合､現物出資法人扱､適格現物出資の日以後 2月以内に ｢適格分社型分割等に

よる期中損金経理額等の損金算入に関する届出書｣を納税地の所轄税務署長に環出する

必要があります (浜令 139の4⑧､駄規28の2)o

I着眼点E
組 納 提 庇 に係 る蛸 な事項 の 明細 藩 言霊 故人名現物出資法人

･鑓 …紋詮…∴ ; 綴韻稲 嬢の Ri .-)適蘇区分 2警級長 修 辞由'4,.軸 慧品 豊蓬 あ 慧農 芸

Ji ･被現物出資法人 ;鵬OD ､..一一-,叫 ヤ 1 Tj ti王_iCl亡!■■■rll山女L.L-ノ. く7芦和Ⅰ丘人11や

IJrl 絶 対

移転 した f又は

移GLを受けた〉幣渡

及 び魚横 の切鞄

繰延消我税額等

適格現物出資により繰延消費税額等
を引き継いでいる場合は､属出番の提出
の有無を確認する必要があります.
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iV現物出資締 《5現物出資に伴 う所得酔夢の特例 :現物出資法人編》

<現物出資の日の属する事業年度の前事業年度分>

① . 慧 芸 忘 芸 文 琵 欝 慧 誌 芸 芸 紺 等 巨"I(現物出資臥 ,翼

警 遥 将農 相.蕊 品 舶 芸11,

rd."稲 器 巨 .

- 的 金 罪 人 .小 l ▲ITqf孤

津 金 毘 至 芸 毘 隼 i金 打r3需 品 孟 詔 笠 祭 器 醐 ‖ 坦 警

筑 盟 鷲,= 品 空 .穿 隼 E

<現物出資の日の属する

① 慧 芸 La 霊 芝 警 笛 誓 警 誌 悪 霊 榊 将 器 遷豊 国 (現物芦資法人 , 響

I 門(芸二 .') J円(芸 :ニ) r300 FJ ltJー50 200 円 瞥(当用5,)守(芸X期 )(款:1期)(芸x2期)

tuY輝 く諾聯 :.:lt℡)ぎ乏 役) - la)(8) -. 払ー Pq㌫r 花

i … 終丁拶耳

4 蒜未読

S ily取印I

鑑 三tiD憲 孟 …額 恒 こ .% 空 t普 甥 6 i .分

[蓬 二亘 コ

｢適格分社型分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書｣には:､以下

の事項を記載する必要があります (法規 28の 2)｡

1 現物出資猿人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

2 被現物出資故人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3 適格現物出資の日

4 被現物出資法人に引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中換金経理額及び損金算入限度

額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細

5 その他参考となるべき事項
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Ⅳ 現物出資編 《5現物出資に伴う所得計界の呼例 :現物出資法人編》

(貸倒 引当金)

現物出資法人が適格現物出資により移転する個別評価金銭債権に

係る貸倒引当金を設定している場合は､期中損金経理嶺等の損金算

入に関する届出書が提出されているかO

い ィ､ノ;1
適格現物出資により､個別評価金銭債権を被現物出資法人に移転する場合において､現

物出資故人の適格現物出資の日の属する事業年度に溶いて当該個別評価金銭債権につき期

中貸倒引当金勘定を設けたときは､適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場

合に計算される繰入限度額削こ相当する金額に達するまでの金額は､現物出資故人の適格現

物出資の目の属する事業年度の所得の金額の計算上､損金の額に算入することとされてい

-ます (駄駄52⑤)｡

この場合､現物出資鼓入札 適格現物出資の日以後 2月以内に ｢適格分社型分割等によ

る期中損金経理額等の損金算入に関する届出書｣を納税地の所轄税務署長に提出する必要

があります (絵法 52⑥､絵規 25の6)｡

L薫準星｣
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貸付金.貸倒引当金.,p銭債であ資によ■り貸倒引当､ ,50.000A25,000 車軸 男品 辞退数驚晶芸 那 .ll一l

i㌔I/.-I./鞘 や )J bPN廿青菜絞 けタiPr)ー■ヽ ■† .現物出う

{ ヰ ■ 耽 J

L､†★I.JtL:4十▲
tcI(曾部Jt
一ttlI

個別評権に係るるか○ を移

首民ST*2Ir葦i-h古人等事土tqJt; &zt半柿■EI* i十+ +ktfJ花

柵 ilt寸桝 nカ

持 J(FL̂jth - ガ牧丘JIL十七一rtrt Tr+

+I + + I 鮎!一七三

逮埠現 とJt～不 柿.れ 6JJ 方 墳J点

転してい認する必 場合は､届出書の提出ミありますo を確 一 班人-qtF

ー 3 7 2 -

この文書は、情報公開法第９条第１項により開示請求を行ったものです。



Ⅳ 現物出資編 《5現物出資に伴う所得計算の轡例 二現物出資故人嗣》

孝-胞Ii-

期中貸倒引当金勘定 - ･適格現物出資により､被現物出資法人に個別評価金銭債権

を移転する場合において､その債権について設けた貸倒引当

金勘定に相当するものをいいます (陰法 52⑤)0

転 読

1 ｢適格分社型分割等による期中換金経理額等の損金算入に関する届出書｣には､以

下の事項を記載する必要があります (依規 25の 6)O

(1)現物出資故人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

(2)被現物出資抵人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

(3)適格現物出資の日

(4)期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当

する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細

(5)その他参考となるべき事項

2 ｢適格分割等を行った場合の貸倒実演率の特別な計算方法の永常申誇寄｣を納碗地

の所轄税務署長に提出し､執瓢を受けることにより､適格現物出資の日の属する事業

年度及びその事業年度の翌事業年度開始の日以後 2年以内に終了する各事業年度にお

いて､貸倒実務率の特別な計算方敵を用いることができますo(P376参照)
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Ⅳ 現物出資編 《5現物出資に伴う所得計算の特例 二現物出資培人偏》

(圧縮記帳に係 る特別勘定)

現物出資法人が適格現物出資により移転する圧縮記帳に係る特別

勘定の設定額を費用の額としている場合は､期中特別勘定の金額の

損金算入に関する届出書が提出されているか｡

L薫之⊥｣
適格現物出資に係る現物出資猿人が､適格現物出資の日の属する事業年度の開始の時

からその直前の海までの期間内に､特別静定の金額に相当するもの (期中特別勘定)を

費用の額としたとき絵､その廟中称別勘定の金額は､現物出資法人の適格現物出資の日

の属する事業年度の所得の金額の計算上､損金の額に算入することとされています (法

絵43⑥､48噂)､措汝64の2②､65の8②､65の12③､65の 14③)｡

この場合､現物出資浜人は､適格現物出資の日以後 2月以内に適格分社型分割等によ

る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書を納税地の所簿税務署長に提出する必

要があります (抜放43⑦､48⑦､措法64の2③､65の8③､65の12④､65の 14④)8

｢元高㌃1
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Ⅳ 現物出資編 《5現物出資に伴う所篠計算の解例 :現物出資法人編》

[二亘二亘コ

適格分社型分割等による期中特別勘定の金額の損金算入に関する眉出番の嘗己哉内容は､

圧縮記帳の種類により異なりますが､例えば国庫補助金等の場合には､以下の事項を冨己

哉する必要があります (法規 24の 4)｡

1 現物出資絵人の名称及び納税地銀びに代表者の氏名

2 被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3 適格現物出資の日

4 取得又は改良をすることが見込まれる固定資産の種類､構造及び規模並びにその取

得又按改良に要することが見込まれる金額及びその取得又は改良予定日

5 期中特別勘定の金額に相当する金額及びその金額の計算に関する明細

6 その他参考となるべき事項
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Ⅳ 現物出資縮 《5 現物出資に伴う所得計算の特例 :被現痕出資故人編》

(貸倒引当金)

適格現物出資に係る被現物出資法人において､一括評価金銭債権

に係る貸倒引当金について貸倒実績率の特別な計算方法を用いてい

る場合は､その計算方法について承認を受けているか｡

[亘 乙垂 コ
被現物出資故人が､適格現物出資の目の属する事実年度及びその翌事業年度開始の日

以後 2年以内に終了する各事業年度において､貸倒実験率をその適格現物出資により移

転をする事業に係る貸倒れの実務を考慮レた合理的な方徐により計算した割合を用いる

ことについて､所轄税務署長の承認を受けた場合には､その寮課を受けた日の属する事

業年度及びその翌事業年度開始の日以後2年以内に終了する各事業年度の貸倒実績率は､

その承認を受けた方法により計算した割合とすることとされています (換令 97①)a

その承認を受けようとする場合には､適格現物出資の日以後 2月以内に ｢適格分割等

を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方紋の承認申静軌 を納税地の所轄税務署長に

提出する必要があります (駄令 97②､法規 25の 5)｡

I着眼点l

i ･･･.～ +.･!

承認申請等により､適格現物出資に伴い移転 した事業に係る貸倒れ状況等を確落し､

その計算の適否を検討する必要がありますo

また､承認を受けた特別な計算方絵は､承落 日の属する事業年度以後の寄集年度に適

用しているかを確認する必要があります｡

仁を 互 コ

この承認申請は､貸倒実旗率そのものの認定を行 うものではなく､その計算方法につ

いて承欝を行 うものであるため､法人が採用する方汝が､適格現物出資により被現物出

資故人に移転する事業に係る貸倒れの実寮と､現物出資故人に残る事業に係る貸倒れの

実寮とを考慮した合理的な方披であるか否かを判断する.ことになります (絵令 97①)o

現物出資法人についても､同様の規定が設けられています (睦令97①)｡
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Ⅳ 現物出資編 《5現物出資に伴う所得計算の特例 :被現物出資故人編》

(特定資産譲 渡等損失額)

特定適格合併等に該当する適格現物出資により現物出資法人から

引継ぎを受けた資産の譲渡等損失額が計上されていないかO

ト ノン卜 .

特定資本関係のある猿人との間で特定適格合併等に該当する適格現物出資を行った場合

に､その特定資本関係がその被現物出資故人の適格現物出資の日の贋する事業年度開始の

日の'5年前の日以後に生じているときは､その適格現物出資の日の属する事業年度開始の

日から 3年を慈過する日までに生じた特定資産譲渡等損失額は損金不算入となりますOた

だし､その経過する日がその特定資本関係が生じた日以後 5年を経過する日後となる場合

にあって杜､その 5年を経過する日までの期間となります (駄汝62の 7①)｡

特定資産譲渡等損失額とは次の金額の合計額をいいます(猿払 62の 7②)｡

1 特定引継資産の穣渡､評価換え､貸倒れ､除却その他これらに類する事由による損失

の額の合計額から特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の合計額を控除した金額

(抜放 62の 7@-､政令 123の8②～⑳)

2 特定保有資産の譲渡､評価換え､貸倒れ､除却その他これらに類する事由による損失

の額の合計額から特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益め合計額を控除した金額

(政経 62の 7②二､法令 123の8⑳⑳)

この文書は、情報公開法第９条第１項により開示請求を行ったものです。



Ⅳ 現物出資編 《5 現物出資に伴う所得計算の特例 :被現物出資法人編》

[二重 二]

望霊慧霊悪霊諾 芸AgfoTBg,慧 lf,dASi*&qikwa%雷 に 器 墓蓋 20t,か3ー 捷人名I( 触 c L)

i適格現物出資

特 定 適 格.合 併 等 の E3 3 18.5. 1 lS
4 ㈱○○

817'2'2ー

色か-細 19

S

特定資本 係発生日が適格現物出資の日の属す

る事業年度開始の日の 5年前の日以後の場合､r各

I .I Lノ ､ ･

特定資本関係 ･

別
衷
十
四
叩

乎
二
十

･
四
二

以
後
終
了
誉

･現物出資故人及び被現物出資法人との間に､いずれか一方

の経人が他方の猿人の発行済酵式の組数の 50%を超える数

の株式を直接又は間嬢に保有する関係をいいます (陰浜 57③､

法令 112④)｡

特定適格合併等 ･ = - 適格合併等の うち､共同で事業を営むためのものに該当し

ないものをいいます(駄括62の7①)｡

特定資本関係発生日 K.･現物出資法人と被現物出資法人との間で 50%超の持株関係

が生じた日をいいます(駄駄62の7②)｡

特定引継資産 ･被現物出資故人が現物出資法人から特定適格合併等により

移転を受けた資産で､当該現物出資法人が特定資本関係発生

日前から有していた資産(次の資産を除く｡)をいいます(法扶
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Ⅳ 現物出資節 《5現物出資に伴う所得計算の特例 :披現物出資法人滞》

特定保有資産 ･

適用期間 ･

62の7(9-､汝令 123の8②)0

Z棚卸資産(土地等を除く｡)

･短期売買商品

H売累日的有価証券

･特定適格合併等の日における帳簿価額又は取得価零細ミ1,000

万円に満たない資産

･特定資本関係発生日における時価が帳薄価額を下回ってい

ない資産

･被現物出資牧人が特定資本関係発生日前から所有していた

資産をいいます(浜浜62の7②ニ)Oただし､次の資産を除き

ます(法令 123の8⑫)｡

K棚卸資産(土地等を除く｡)

･短期売買商品

r売買日的有価証券

･特定適格合併等の日の属する事業年度開始の日における帳

静価額又は取得価額が 1,000万円に満たない資産

･特定資本関係発生日における時価が帳薄価額を下回ってい

ない資産

･特定適格合併等の日の属する事菓年度の開始の日から 3年

を経過する日(その経過する日がその特定資本関係発生日以

後 5年を経過する日後となる場合にあっては､その 5年を経

過する目)までの期間をいいます(抜放62の7①)｡

L要確由事項 1

特定資本関係発生日は､別表七(-)付表一又は別表十四(班)で確課できますが､同

別敦が申告者に添付されていない場合には､被現物出資猿人(現物出資抵^)に現物出

資故人(被現物出資法人)の株式の保有割合が発行済株式の 50%超となった日を確認す

る必要があります｡

損金不算入となる特定資産譲渡等漁夫額を特定資本関係発生日の属する事業年度の

前審第年度末日の時価純資産備鰍 こより計算する特例があります (汝令 123の9①②④

⑤⑥)｡

[互二亘]
非適格現物出資の場合には､資産を時価で受入れることとなるため､本制度の適用

鮒象と披なりません｡

この文書は、情報公開法第９条第１項により開示請求を行ったものです。



Ⅳ 現物出資筋 《5現物出資に伴う所得計算の特例 :.披現物出資政人編》

(長期割賦販売等)

非適格現物出資であるにもかかわらず､現物出資法人の長期割賦

販売等に係る繰延収益及び繰延費用を引き継いでいないか｡

r嘉才こTl
非適格現物出資により､被現物出資法人が長期割賦販売等に該当する資産の販売等又

はリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合には､その契約当事者の立場を時価で譲 り

受けることとなるため､現物出資駄人がその契約について行っていた延払基準の方法を､

被現物出資法人において継続して行うことはできません｡したがって､現物出資牧人が

延払基準の方法により繰 り延べていた収益の額及び費用の額の処理桧､当該現物出資法

人において行 うこととなります｡

一方､適格現物出資によりその爽約の移転を受けた場合に柱､その移転を受けた契約

に係る収益の額及び費用の額についてその適格現物出資の日の属する事業年度以後の各

事業年度の確定した決算において延払基準の方法により経理したときは､延払基準を適

用できることとされています(法令 128(訂)｡

｢~盲蔽㌻1

<現物出資法人の現物出資の日の属する事業年度の消費税等の確定申告書>

員琴更訂牢甜 ココ8琳 約 分｡消軸 及び地方
･･い･ ､. ､.:

称始glS東二言コ額巳□藍に重の名魯の
税鞘杢竿4:工巽=ロ箱[ヱ]ヨ
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Ⅳ 現物出資編 《5 現物出資に伴う所得計算の特例 ,被現物出資故人編》

[二重⊇;互]
長期割賦販売等 ･- ･資産の販売等で次の条件により行われるもの及びリ-ス譲渡

資産の販売等 -

リーえ譲渡 - ･

延払基準の方法 ･

をいいます(法法63⑥､法令 127)｡

(1) 3回以上に分割して対価の支払いを受けるもの

(2) 販売した資産を引き渡した日の翌 日から最後の支払期 日
までの期間が2年以上であるもの

(3) 資産の引渡し前に支払いを受ける金額の合計が販売対価

の額の3分の2以下となっているもの

･(D資産の販売著しく絃簸渡､②工事 (製造を含みますO)の請

負又は③役務の健供で､長期大規模工事の請負以外のものをい

います (漁法63①)｡

･法人税駄上､リース取引による売買があったものとされるリ

-ス資産の引渡しをいいます (駄駄 63②､64の2(》⑧)O

･次の算式により計算した金額を長期割賦販売等に係る収益の

額及び費用の額とする方汝尊をいいます (故令 124①②)｡

収益の額 - 販売対価の額 ×

費用の額 - 版売原価の額 ×

(A)のうち当事業年度において支払
期日が到来するものの合計額

販売対価の額(A)

紘)のうち当事幾年度において支払
の期日が到来するものの合計額

販売対価の額(A)

※ リース譲渡については､販売対価の額から利息相当額を区分して､利息故

により収益計上する方浜も延払基準の方法とされます (法令 124①手)｡

L室 襲撃撃墜｣

非適格現物出資の場合､被現物出資絵人が現物出資政人から引き継いだ長期割賦販売

等に係る契約について､非適格現物出資の日の属する番策年度以後の決欝において延払

基準の方法により経理していた場合には､その延払基準の方法により計上された収益及

び費用は過大となりますので注意が必要ですO

なお､延払基準の方法により経理していたことにより､現物出資故人において計上さ

れていなかった非適格現物出資により移転した契約に係る収益及び費用は､非適格現物

出資を行ったことに伴いその契約上の地位がその時の時価により譲渡したものとされる

ことから､被現物出資故人に B/S科目(売掛金 ｡未収入金等)として引き継がれることと

なりますO

[二を垂二]
リ-ス譲渡については､延払基準の方法のほかに､所定の明細の記戟を条件として､

一定の計算によりその対価の額を利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分する特

例計算をすることができます (汝浜63②⑦､法令 124③④)｡
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Ⅳ 現物出資編 《5 現物出資に伴う所得計算の特例 :被現物出資故人編》

(金銭債務 の償還差益)

適格現物出資に係る被現物出資法人が､現物出資法人から社債券

等の償還等に係る義務の引継ぎを受けている場合､償還差益の益金

算入額の計算は適正に行われているか｡

[亘重工]
被現物出資猿人が､適格現物出資により現物出資抵人が発行 した社債券等の金銭債務

の償藻琴に係る義務の引継ぎを受けている場合に枚､その社債券等の金銭債務の償還差

益 (金鉄資務に係る収入板がその債務餅を超える場合のその超える部分の金額)の益金

算入の処理も引き継がれます｡

この場合の益金算入額は､社債券等の金銭債務の償還差益の額をその償遂期間の月数

で除し､これに当該事業年度の月数 (適格現物出資の日の属する事業年度の場合は､適

格現物出資の日から当骸事業年度終了の日までの月数)を乗 じて計算 した金額となりま

す (絵令 136の.2③)｡

なお~､社債券等の金銭債務の償還差損 (金銭債務に係る収入額がその債務額に満たな

い場合のその満たない部分の金額)についても同様です｡

L言･1.I::.I
現物増資法人

(連絡現物出資の直前)

社債 100

適格現物出資

I - I- - - - - I- - ･ 1- - - - >

現物出資法人から
社債券等の金銭債務
の償還等に係る義務
を引継ぎ

ト 二二 -･了1
適格現物出資により被現物出資法人が現物出資故人から社債券等の金銭債務の償還等

に係る義務の引継ぎを受けている場合､償選差益の益金算入額の計算が適正に行われて

いるか確認す る必要があります｡
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Ⅳ 現物出資編 《5 現物出資に伴う所得計算の特例 ･被現物出資音盤人前》

(所得税額控除)

所得税鎮控除の計算において､非適格現物出資に係る現物出資法

人の利子配当等の元本の所有期間を被現物出資法人の所有期間とみ

なしていないかO

｣堅三上｣
適格現物出資により､現物出資故人から利子配当等の元本の移転を受けた場合に披､

現物出資抵人の元本の所有期間は､被現物出資故人の所有期間とみなして控除対象とな

る所得税額を計算するtととなります(浜令 140の2④)Dこれは､個別法､銘柄別簡便法

いずれの方法により所得税の額を計静する場合も同様ですO

-方､非適格現物出資により､現物出資添人から利子紅当等の元本の移転を受けた場

合には､現物出資社人の元本の所有期間は､被現物出資鞍人の所有期間とはみなされま

せん｡

[二重転コ
<現物出資の日が 19年4月 1日 (非適格現物出資)の例>

l要確認事項 ‡
非適格現物出資により移転を受けた株式に係る配当について､その計算期間(別表六

(-)r9｣欄)とその元本の所有期間(別表六(-)｢10｣欄)が同じ月数であるときは､所得税

額控除が過大となっていることが考えられますので､往資が必要ですO
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≪ メ モ 欄 ≫
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